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 鳥 獣 は 、 人 間 の 生存の 基盤と な っ て い る自然 環 境 を構成 す る重要 な 要素の 一つであ り 、 そ れ を豊か に す る も のであ る と同時に 、 人 間 の 生 活 環 境 の 保持・改善す る 上で欠く こ と のできな い役割を果た す も のであ る。   し か し 、今日、 種 に よ っ て は全国的 又 は 地 域 的 に 生息分布の減少や消滅が進行 し て い る 一 方で、特 定 の 鳥 獣 に よ る 生 活 環 境 、 農 林 水 産 業 及 び 生 態 系 に 係 る 被 害 が 一層深刻な状況に あ る こ と か ら 、こ れ ら の 鳥 獣 の 個 体 群 管 理 、 生息環 境 管 理 及 び 被 害 防除対策の 実 施 に よ る 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 の 一層の推進が 必 要 と な っ て い る。   第 13 次 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画（以下「本 計 画」と いう。）は 、人 と 鳥 獣 と の 適切な 関 係 の構築及び 生 物多様性 の 保全を 基 本 と し て 鳥 獣 を 適切に 保 護 及 び 管 理 を 行うこ と に よ り 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管理並び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法律（平成 14 年法律第 88 号）（以下「法」と いう。）第 １ 条 の 目的 を達成 す る た め 、以下の と お り 定 め る。   第 一  計 画 の 期 間  令和 4 年 4 月 1 日か ら令和 9 年 3 月 31 日までの 5 年間 と す る。   第 二  鳥 獣 保 護 区 、 特 別 保 護 地 区 及 び 休 猟 区 に 関 す る 事 項  １   鳥 獣 保 護 区 の 指 定   (1)  方  針  ①  指 定 に 関 す る 中 長 期 的 な 方 針   本県に 生息す る 鳥 獣 は 、森林 の多い 特質か ら森林 性 の も の が多く 、 特 に南部に はツキノワグマ・ニホンジカ・カモシカ等 の大型哺乳類 を は じ め 、多種 の森林 性 鳥 獣 が 生息し て いる。また 、吉野山地や奥宇陀の自然 林 地帯は 、県鳥 のコマドリを は じ めコルリ、ジュウイチ、コノハズク等 希 少 種 を含む多種 の野鳥 の繁殖 地であ り 、と り わ け 標 高 1600ｍ 以上 の亜高山帯はルリビタキ、メボソムシクイ、ビンズイ、カヤクグリなど主に 中部地 方以北で繁殖 す る 鳥 の 数 少 な い繁殖 地 と し て重要 な 地 域であ る。   こ の状況に対応す る た め 、第 1 次 か ら 第 12 次 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 に お い て は国立・国定・県立の自然 公 園 の主要 地 域 、自然植生 が豊富で鳥 獣 類 の 生息繁殖 に好適 な 地 域 、渡り鳥 の主要渡りルート、 保 護思想の普及啓発の 場 と す る 地 域 等 を対象に 鳥 獣 保 護 区 の 指 定・更新を 行 っ てきた。そ の結果、第 12 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画末に お い て国指 定 1 箇所、県指 定20 箇 所、面積 38,548 ヘ クタール（県面積の 10.44％）と な り 、各 公 園主要部に お け る 鳥 獣の 保 護 、 鳥 獣 の繁殖拠点、主要渡りルートの 鳥 類 の 保 護 及 び普及啓発の 場 等 が確保され てい る。   し た が っ て 、本 計 画 に お い て は 、本 計 画 期 間 中 に 期 間満了と な る 鳥 獣 保 護 区 につい て は 、原則と し て全て更新す る も の と す る。な お 、更新に際し て は 、市 町 村や農 林 水 産 業 関 係 者 、土地所有者 等 と十分 な 調 整 を図る と と も に 、土地 の 利 用形態や鳥 獣 生息域 の変化 に よ り 、必 要 に応じ て 区 域 の縮小又 は拡大の見直し を 行う。   ②  指 定 区 分ごと の 方 針   以下の 指 定 区 分ごと に 、 地 域 の 実情に応じ て 鳥 獣 保 護 区 指 定 の 方 針 を記載す る。  1)森林 鳥 獣 生息地 の 保 護 区   主要 な 地 域 は ほぼ指 定済みであ る た め 、現状維持と す る。ただし 、 鳥 獣 生息調 査 等 によ り 、重要 な 生息地や繁殖 地 が判明し た 場 合 は 指 定 に努め る。  2)大規模生息地 の 保 護 区   現在、県内 に は県指 定では黒滝・大峯山系 鳥 獣 保 護 区 の 1 箇所を 指 定 し て い る が 、 人工 林 が多い 本県に お い て は 、同保 護 区以外での該当 地 は な い。  3)集団渡来 地 の 保 護 区   十津川村 内 の 二津野ダム周辺は 、オシドリが越冬の た め飛来 す る全国有数 の 集団渡来地 に該当 す る こ と か ら 、現在銃器を対象と し た 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 に 指 定 し て い る（令和 12 年 10 月 31 日まで）。こ の措置に よ っ て現在の と ころ渡り 鳥 の 捕 獲 制 限 に十分 な効果が 認 め ら れ て い る。し た が っ て 、 保 護 区 へ の切換につい て は今後の飛来状況・狩 猟状況に 留 意 しつつ検討す る。  4)集団繁殖 地 の 保 護 区   現在の と ころ該当 地 な し。  5)希 少 鳥 獣 生息地 の 保 護 区   生息状況調 査 等 の結果を 考慮し て 、 必 要であ れば指 定 に努め る。  6)生息地回廊の 保 護 区  
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 現在の と ころ該当 地 な し。  7)身近 な 鳥 獣 生息地 の 保 護 区   原則と し て既設 の 保 護 区 の現状維持に努め る。ただし 、 地 域 住民等 の 要望が あ れば、必 要 な 調 査 を 行うと と も に 関 係機関 と の 調 整 を図りつつ指 定 に努め る。    (2)  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 等 計 画  （第 １表）   区 分 鳥獣保護区指定の目標 既指定鳥獣保護区 (A)   本 計 画 期 間 に 指 定 す る 鳥 獣 保 護 区  本 計 画 期 間 に 区 域 拡 大 す る  鳥 獣 保 護 区  R4 年度 R5 R6 R7 R8 計(B) R4 年度 R5 R6 R7 R8 計(C)  森林鳥獣生息地 箇所 16 16 箇 所 3 6 5 14  0 面積 2 0, 6 0 1  2 0, 6 0 1  変動面積 ha 1 , 2 4 1  4 , 7 2 8 1 1 , 8 8 0  1 7 , 8 4 9  ha  0 大 規 模 生 息地  箇所  1 箇 所 1 1  0 面積  1 0, 6 9 4  変動面積 ha 1 0 , 6 9 4 1 0 , 6 9 4  ha  0 集 団 渡 来 地  箇所  0 箇 所 0  0 面積  0 変動面積 ha 0 ha  0 集 団 繁 殖 地  箇所  0 箇 所 0  0 面積  0 変動面積 ha 0 ha  0 希少鳥獣生息地 箇所  0 箇 所 0  0 面積  0 変動面積 ha 0 ha  0 生 息 地 回 廊  箇所  0 箇 所 0  0 面積  0 変動面積 ha 0 ha  0 身近な鳥獣生息地 箇所  3 箇 所 １ １  0 面積  4 ,8 6 9  変動面積 ha 2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  ha  0 計  箇所  20 箇 所 4 7 5 16  0 面積  3 6, 1 6 4  変動面積 ha 3 , 2 9 1  1 5 , 4 2 2 1 1 , 8 8 0  3 0 , 5 9 3  ha  0  本 計 画 期 間 に 区 域 縮 小 す る  鳥 獣 保 護 区  本 計 画 期 間 に 解 除 又 は 期 間 満 了 と な る  鳥 獣 保 護 区  計 画 期間 中 の増 △ 減*  計 画 終 了時 の 鳥 獣保 護 区 * *       *  箇 所 数 に つ い て は B - E   面 積 に つ い て は B + C - D - E   * *  箇 所 数 に つ い て は A + B - E    面 積 に つ い て は A + B + C - D - E            

R 4  年 度  R5   R 6   R 7   R 8   計  (D )  R 4  年 度  R5   R 6   R 7   R 8   計  (E )       0    3  6  5  1 4  0  1 6  h a      0  h a   1 , 2 4 1  4 , 7 2 8  1 1 , 8 8 0  1 7 , 8 4 9  0  2 0 , 6 0 1       0     1   1  0  1  h a      0  h a    1 0 , 6 9 4   1 0 , 6 9 4  0  1 0 , 6 9 4       0       0  0  0  h a      0  h a      0  0  0       0       0  0  0  h a      0  h a      0  0  0       0       0  0  0  h a      0  h a      0  0  0       0       0  0  0  h a      0  h a      0  0  0       0    １    １  0  3  h a      0  h a   2 , 0 5 0    2 , 0 5 0  0  4 , 8 6 9       0    4  7  5  1 6  0  2 0  h a      0  h a   3 , 2 9 1  1 5 , 4 2 2  1 1 , 8 8 0  3 0 , 5 9 3  0  3 6 , 1 6 4  
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（第 ２表）   年  度    指 定 区 分   鳥 獣 保 護 区    変 更 区 分  指 定 面 積 の 異 動   変 更 後 の 指 定 期 間    変 更 理 由    備  考   異 動 前 の面 積  異 動 面 積  異 動 後 の面 積  令 和 6 年 度  身 近 な 鳥獣 生 息 地  生 駒 ・ 信 貴 山   鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新  h a   2 , 0 5 0  h a   h a   2 , 0 5 0  令 和 6 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 6 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  神 野 山   鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新      3 3 4       3 3 4  令 和 6 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 6 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  室 生    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新      3 6 9       3 6 9  令 和 6 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 6 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  玉 置 山    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新      5 3 8       5 3 8  令 和 6 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 6 年 1 0 月 3 1 日 ま で     計       ４ 箇 所     3 , 2 9 1     3 , 2 9 1     令 和 7 年 度  森 林 鳥 獣生 息 地  二 上 山    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新  h a     9 2 0  h a   h a     9 2 0  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    大 規 模  生 息 地  黒 滝 大 峯 山 系    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新   1 0 , 6 9 4    1 0 , 6 9 4  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  池 峰 池 原    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新     5 3 5      5 3 5  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  鎧 ・ 兜 岳    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新    1 , 1 1 0     1 , 1 1 0  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  下 市     鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新      8 8 0        8 8 0  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣  生 息 地  前 鬼     鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新     1 , 0 3 3      1 , 0 3 3  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣  生 息 地  白 谷 川     鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新       2 5 0       2 5 0  令 和 7 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 7 年 1 0 月 3 1 日 ま で     計      ７ 箇 所     1 5 , 4 2 2    1 5 , 4 2 2     令 和 8 年 度   森 林 鳥 獣生 息 地  立 里 荒 神    鳥 獣 保 護 区   期 間 更 新    2 , 4 5 8     2 , 4 5 8  令 和 8 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 8 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  日 張 山    鳥 獣 保 護 区       期 間 更 新     3 0 0      3 0 0  令 和 8 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 8 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  高 見 山    鳥 獣 保 護 区       期 間 更 新    3 , 1 0 2     3 , 1 0 2  令 和 8 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 8 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  金 剛 葛 城    鳥 獣 保 護 区       期 間 更 新    4 , 1 8 4     4 , 1 8 4  令 和 8 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 8 年 1 0 月 3 1 日 ま で    森 林 鳥 獣生 息 地  花 瀬 山    鳥 獣 保 護 区       期 間 更 新    1 , 8 3 6     1 , 8 3 6  令 和 8 年 1 1 月  1 日 か ら  令 和 1 8 年 1 0 月 3 1 日 ま で     計       ５ 箇 所    1 1 , 8 8 0    1 1 , 8 8 0      合 計     １ ６ 箇 所    3 0 , 5 9 3    3 0 , 5 9 3      ２  特 別 保 護 地 区 の 指 定   (1)  方  針  ①  指 定 に 関 す る 中 長 期 的 な 方 針    国立・国定 公 園 の最重要 地 域 及 び原生 林 地 域 等 につい て 指 定 を 行 い 、 第 12 次 鳥 獣 保 護管  理 事 業 計 画末に お い て面積 1,364 ヘクタール（国指 定 838 ヘ クタール・県指 定 526 ヘクター   ル）と な っ て い る。     本 計 画 に お い て は 、鳥 獣 の 生息状況を把握の 上 、特 に そ の 生息域 を 保 護 す る 必 要 性 が 認   め ら れ た 場 合 、 適時検討す る。     また 、 計 画 期 間 中 に 期 間満了と な る 地 区 につい て は再指 定 に努め る。   ②  指 定 区 分ごと の 方 針  1)森林 鳥 獣 生息地 の 特 別 保 護 地 区    主要 な 地 域 は ほぼ指 定済みであ る た め 、現状維持と す る。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れた 場 合 、 適時検討を 行う。  2)大規模生息地 の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。  3)集団渡来 地 の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。  4)集団繁殖 地 の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。  5)希 少 鳥 獣 生息地 の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。  
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6)生息地回廊の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。  7)身近 な 鳥 獣 生息地 の 特 別 保 護 地 区    予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。   (2)  特 別 保 護 地 区 指 定 計 画  （第 ３表）  
  区             分    特 別 保 護  地 区 指 定  の 目 標   既 指 定特 別 保護 地 区  ( A )      本 計 画 期 間 に 指 定 す る 特 別 保 護 地 区   本 計 画 期 間 に 区 域 拡 大 す る  特 別 保 護 地 区   R 4  年 度  R 5   R 6   R 7   R 8   計 ( B )  R 4  年 度  R 5   R 6   R 7   R 8   計( C )  森林鳥獣生息地 箇 所         3  3  箇   所    1   1  2       0  面 積       5 2 6  5 2 6  変 動 面 積  h a   9 3   5 4  1 4 7     h a      0  大規模生息地 箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  集 団 渡 来 地  箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  集 団 繁 殖 地  箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  希少鳥獣生息地 箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  生 息 地 回 廊  箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  身近な鳥獣繁殖地 箇 所   0  箇   所       0       0  面 積   0  変 動 面 積  h a      0     h a      0  計   箇 所   3  箇   所    1   1  2       0  面 積   5 2 6  変 動 面 積  h a   9 3   5 4  1 4 7     h a      0   本 計 画 期 間 に 区 域 縮 小 す る 特 別 保 護地 区   本 計 画 期 間 に 解 除 又 は 期 間 満 了 と な る 特別 保 護 地 区   計 画 期間 中  △ 減 *  計 画 終 了 時 の特 別 保 護 地 区      * *   *  箇 所 数 に つ い て は B - E    面 積 に つ い て は B + C - D - E  * *箇 所 数 に つ い て は A + B - E  面 積 に つ い て は A + B + C - D - E                  

R 4  年 度  R 5   R 6   R 7   R 8   計 ( D )   R 4  年 度  R 5   R 6   R 7   R 8   計 ( E )           0    1   1  2         0              3  h a         0   h a   9 3   5 4  1 4 7         0            5 2 6          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0       0         0  0  h a         0   h a      0         0  0          0    1   1  2  0              3  h a         0   h a   9 3   5 4  1 4 7  0          5 2 6   
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（第 ４表）   指 定 の 対 象 と な る 鳥 獣 保 護 区  特 別 保 護 地 区  特 別 保 護 指 定 区 域   備 考  指  定  区  分  鳥 獣 保 護 区名 称  面   積  指 定 期 間  指 定 面 積  指 定 期 間  指 定 面 積  指 定 期 間   令 和 6 年 度    計   森林鳥獣生息地    室 生  鳥 獣 保 護 区   1 箇 所   3 6 9 h a    3 6 9 h a   令 和 6 年 1 1 月  1日 か ら 令 和 1 6 年1 0 月 3 1 日 ま で   9 3 h a    9 3 h a   令 和 6 年 1 1 月  1日 か ら 令 和 1 6 年1 0 月 3 1 日 ま で   h a      年  月  日 から  年  月  日 まで   再 指 定     令 和 8 年 度    計   森林鳥獣生息地    立 里 荒 神  鳥 獣 保 護 区  1 箇 所    2 , 4 5 8 h a    2 , 4 5 8 h a   令 和 8 年 1 1 月  1 日か ら 令 和 1 8 年 1 0 月3 1 日 ま で    5 4 h a    5 4 h a   令 和 8 年 1 1 月  1 日か ら 令 和 1 8 年 1 0 月3 1 日 ま で              再 指 定      合  計    2 箇 所   2 , 8 2 7 h a    1 4 7 h a         ３  休 猟 区 の 指 定    (1)  方 針   休 猟 区 は 、 本 来 狩 猟 鳥 獣 の減少 の著し い 地 域 に 指 定 し 、 狩 猟資源の回復を図る 制 度である が 、シカ、イノシシ等 の 狩 猟 鳥 獣 に よ る 、 農 林 水 産 業 被 害 が減少 し て い な い状況に あ るこ と か ら 、 本 計 画 に お い て は 予 定 は し な い。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 狩 猟 鳥 獣の 生息状況を把握し な が ら 、 必 要最小限で指 定 す る。    ４  鳥 獣 保 護 区 の 整 備 等    (1)  方 針       ①  標 識・案内板及 び解説板の 設置   標 識 につい て は 、 鳥 獣 保 護 区 及 び 特 別 保 護 地 区 の 区 域 が明確に な る よう、 当該保 護 区 の地 理 的 条 件 、面積等 を勘案し て 保 護 区 境界の 要所に 設置し 、案内板につい て は 、 保 護 区 の主要 な 場所に 設置す る よう努め る。また 、 区 域 内 に 生息す る主な 鳥 獣 の 種 類 を図示 し た解説板を 特 別 保 護 地 区 を 中心に 設置す る ように努め る。     ②  採餌、営巣等 の 環 境 の 整 備 等  1) 天然 林 が豊か な 地 域 に お い て は 、極力人 工 工 作 物 は排除し 、給餌等 の 人為的 行為につい て も 希 少 種 に対し て 他 に 手段が な い 場 合 などに 限 り 、 必 要最小限 の範囲で行う。  2) 天然 林 の減少 に よ り野生 生 物 の 生息区 域 が減退し て い る 区 域 に あ っ て は 、 必 要 に応じて広葉樹造林 を 行うなど、 区 域 内 の森林資源内 容 の充実 に努め る。  3) 愛 鳥思想の普及・啓発を 目 的 と し て 指 定 し て い る 鳥 獣 保 護 区 に あ っ て は 、巣箱の 設置を 行うと と も に 、立地 条 件 に応じ た食餌植物 の植栽に努め る。     ③  巡視等 の 管 理   鳥 獣 保 護 管 理員及 び 鳥 獣 行 政担当職員等で定 期 的 に巡視を 行 い 、 標 識 等 に欠損等 が 生 じた 場 合 は 、 必 要 に応じ て補充す る よう努め る。       ④  保全事 業   予 定 な し。ただし 、 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 、 適時検討を 行う。     (2)  整 備 計 画       ①  管 理 施 設 の 設置  （第 ５表）   区   分   現   況   令和 4～ 8 年度   標 識 類 の 整 備     必 要 に応じ て補充整 備      既設 保 護 区での補充整 備   管 理棟等 の 整 備      該当 な し       該当 な し    
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   ②  調 査 、巡視等 の 計 画  （第 ６表）   区   分   令和 4～ 8 年度    管 理員等    箇所数   20 箇 所   人 数   22 人    管 理 の た め の 調 査 の 実 施    鳥 獣 保 護 管 理員に よ る巡視    第 三  鳥 獣 の 人 工 増 殖 及 び 放 鳥 獣 に 関 す る 事 項  １  鳥 獣 の 人 工 増 殖   (1)  方 針   本県に お い て は 、生息分布が極め て 限 ら れ て い る 等 、人 工 増 殖 を 必 要 と す る 鳥 獣 は な い ので、 第 12 次 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 と同様、 人 工 増 殖 は 実 施 し な い。   (2)  人 工 増 殖 計 画   該当 な し。   ２  放 鳥 獣   (1)  方 針   ニホンキジの 放 鳥 につい て は 、 第 １ 次 鳥 獣 保 護 管 理 計 画～第 12 次 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 に おい て 実 施 し てきた が 、 第 13 次 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 に お い て は 実 施 し な い。   (2)  放 鳥 計 画 及 び 種 鳥 の 入 手 計 画       計 画 な し。   (3)  放 獣 計 画    計 画 な し。   
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第 四  鳥 獣 の 捕 獲 等 及 び 鳥 類 の 卵 の 採 取 等 の 許 可 に 関 す る 事 項  １  鳥 獣 の 区 分 と 保 護 及 び 管 理 の 考 え 方   (1)  希 少 鳥 獣  ①  対象種   法 第 2 条 第 4 項 に 基 づき環 境大臣が 定 め る も のであ っ て 、 環 境省が 作 成 し たレッドリストに お い て 、絶滅危惧ⅠＡ、ⅠＢ類 及 びⅡ類 に該当 す る 鳥 獣 及 び奈良県版レッドリストにお い て 、絶滅寸前 種 、絶滅危惧種 、 希 少 種 に該当 す る 鳥 獣 と す る。  ②  保 護 及 び 管 理 の 考 え 方   生息状況、 生息環 境 の把握に努め る。必 要 に応じ 、 種 及 び 地 域 個 体 群 の 保 護 の た め の 施策を講じ る も の と す る。   オオタカについ て は 、 こ れまでの絶滅の お そ れ の あ る野生 動植物 の 種 の 保存に 関 す る 法律（平成 4 年法律第 75 号。以下、「種 の 保存法」と いう。）に よ る 捕 獲 等 の規制 に加え 、飼 養・流通につい て も 学 術 研 究 等 に 限 定 す る 等 の 制 限 に よ り 保 護 を図っ てきた。個 体 数 の回復に伴い 、オオタカは 種 の 保存法 の国内 希 少野生 動植物 種 か ら解除され る こ と と な っ たが 、 本県に お い て は引き続き奈良県版レッドリストに お い て 希 少 種 に位置付け て い る。海外 産 のオオタカの流通動向等 か ら 高 い 市 場価値が 認 め ら れ る 種であ る と 考 え ら れ る た め 、オオタカの違法 捕 獲 等 の助長 を 防 止 す る措置を講ずる こ と に よ り 、継続的 な 保 護 及 び 管 理に努め る。    (2)  狩 猟 鳥 獣  ①  対象種   法 第 2 条 第 7 項 に 基 づき定 め た 鳥 獣 と す る。  ②  保 護 及 び 管 理 の 考 え 方   生息状況、 生息環 境 、 被 害状況等 の把握に努め る。生 活 環 境 、 農 林 水 産 業 又 は 生 態 系 に係 る 被 害 を 及ぼす も の につい て は 、 被 害 防 止対策を推進す る も の と す る。   な お 、 個 体 数 が著し く減少 し 、 地 域 個 体 群 の維持に支障が 認 め ら れ る 場 合 に は 、 必 要 に応じ て 捕 獲 等 の 制 限 を 行う等 地 域 個 体 群 の存続を図る も の と す る。    (3)  指 定 管 理 鳥 獣  ①  対象種   法 第 2 条 第 5 項 に 基 づき定 め た 鳥 獣 と す る。  ②  管 理 の 考 え 方     生息状況や被 害状況等 の把握に努め 、必 要 に応じ て 、第 二 種 特 定 鳥 獣 管 理 計 画（以下「第二 種 特 定 計 画」と いう。）に 基 づ く 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 実 施 計 画 を 作 成 し 、 指 定 管 理鳥 獣 捕 獲 等 事 業 を 実 施 し 、 個 体 群 の 管 理 を推進す る。    (4) 外 来 鳥 獣 等  ①  対象種   本県に 本 来 生息地 を有し て お らず、 人為的 に 外部か ら 導 入され た 鳥 獣 と す る。  ②  管 理 の 考 え 方   必 要 に応じ て 、 生息状況、 生息環 境 、 被 害状況等 の把握に努め る。生 活 環 境 、 農 林 水 産業 又 は 生 態 系 に 係 る 被 害 を 及ぼす も の につい て は 、根絶又 は抑制 す る た め の積極的 な 狩 猟及 び有害 鳥 獣 捕 獲 を推進し 、 被 害 の 防 止 を図る。     (5)  一 般 鳥 獣  ①  対象種   本県に 生息す る 希 少 鳥 獣 、 狩 猟 鳥 獣 、 指 定 管 理 鳥 獣 、 外 来 鳥 獣 等以外 の 鳥 獣 と す る。  ②  保 護 及 び 管 理 の 考 え 方   生息状況、 生息環 境 、 被 害状況等 の把握に努め る。必 要 に応じ て 希 少 鳥 獣 及 び 狩 猟 鳥 獣の 保 護 管 理 に 準 じ た対策を講じ る も の と す る。    ２  鳥 獣 の 捕 獲 等 又 は 鳥 類 の 卵 の 採 取 等 に 係 る 許 可 基 準 の 設 定   (1)  許 可 し な い 場 合 の 基 本 的 考 え 方    以下の 場 合 に お い て は 、 許 可 を し な い も の と す る。  ①  捕 獲後の 処置の 計 画 等 に照ら し て明ら か に 捕 獲 の 目 的 が異な る と判断され る 場 合  ②  捕 獲 等 又 は 採 取 等 に よ っ て 特 定 の 鳥 獣 の 地 域 個 体 群 に絶滅の お そ れ を 生 じさせた り 、絶滅
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の お そ れ を著し く 増加させる など鳥 獣 の 保 護 に重大な支障を 及ぼす お そ れ の あ る 場 合。ただし 、 人為的 に 導 入され た 鳥 獣 に よ り 生 態 系 に 係 る 被 害 が 生 じ て い る 地 域 又 は新た に 人為的 に 導 入され た 鳥 獣 の 生息が 認 め ら れ 、今後被 害 が 予想され る 地 域 に お い て 、 当該鳥 獣 によ る 当該地 域 の 生 態 系 に 係 る 被 害 を 防 止 す る 目 的で捕 獲 等 又 は 採 取 等 を す る 場 合 は こ の 限りでは な い。  ③  鳥 獣 の 生息基盤であ る 動植物相を含む生 態 系 を大きく変化させる など、 捕 獲 等 又 は 採 取 等に よ っ て 生 態 系 の 保 護 に重大な支障を 及ぼす お そ れ が あ る ような 場 合  ④  捕 獲 等 又 は 採 取 等 に よ っ て 第 二 種 特 定 計 画 に 係 る 鳥 獣 の 管 理 に重大な支障を 及ぼす お そ れが あ る ような 場 合  ⑤  捕 獲 等 又 は 採 取 等 に際し 、 住民の安全の確保 又 は社寺境 内 、墓地 に お け る 捕 獲 等 を 認 め るこ と に よ り そ れ ら の 場所の 目 的や意義の 保持に支障を 及ぼす お そ れ が あ る ような 場 合  ⑥  特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 内で特 定 猟 具 を 使 用 し た 捕 獲 等 を 行う場 合であ っ て 、 特 定 猟 具 の 使用 に よ ら な く て も 捕 獲 等 の 目 的 が達せら れ る 場 合 、 又 は 、 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 内 に お ける 特 定 猟 具 の 使 用 に伴う危 険 の 予 防 も し く は 法 第 ９ 条 第 ３ 項 第 ４ 号 に規定 す る 指 定 区 域 の静穏の 保持に著し い支障が 生 じ る 場 合  ⑦  法 第 36 条 及 び 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理並び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法律施 行規則（以下「規則」と いう。）第 45 条 に 危 険 猟 法 と し て規定され る 猟 法 に よ り 捕 獲 等 を 行う場 合。ただし 、法第 37 条 第 １ 項 の 環 境大臣の 許 可 を受け た 者 につい て は 、 こ の 限 りでは な い。    (2) 許 可 に 当 た っ て の 条 件 の 考 え 方   捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 許 可 に 当 た っ て の 条 件 は 、 期 間 の 限 定 、 捕 獲 す る 区 域 の 限 定 、 捕 獲 方法 の 限 定 、 鳥 獣 の 種 類 及 び 数 の 限 定 、 捕 獲 物 の 処 理 の 方 法 、 捕 獲 等 又 は 採 取 等 を 行う区 域 にお け る安全の確保・静穏の 保持、 捕 獲 を 行う際の周辺環 境 へ の 配慮及 び 適切な わ な の 数量の限 定 、見回り の 実 施 方 法 等 につい て付す も の と す る。   特 に 、 住居と隣接し た 地 域 に お い て 捕 獲 等 を 許 可 す る 場 合 に は 、 住民の安全を確保 す る観点か ら 適切な 条 件 を付す も の と す る。   また 、 第 二 種 特 定 計 画 に 係 る 鳥 獣 の 管 理 の た め に 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、 適切な 条 件を付す も の と す る。    (3) わ な の 使 用 に 当 た っ て の 許 可 基 準     わ な を 使 用 し た 捕 獲 許 可申請に お い て は 、以下の 基 準 を満た す も の と す る。  ①  イノシシ、ニホンジカ及 びツキノワグマ以外 の 獣 類 の 捕 獲 を 目 的 と す る 許 可申請の 場 合  1)く く り わ な を 使 用 し た 方 法での 許 可申請の 場 合 は 、原則と し て輪の直径が 12 センチメートル以内であ り 、締付け 防 止金具 を装着し た も のであ る こ と。  2)と らばさみを 使 用 し た 方 法での 許 可申請の 場 合 は 、鋸歯が な く 、開い た状態 に お け る 内径の最大長 は 12 センチメートルを超え な い も のであ り 、衝撃緩衝器具 を装着し た も のであ る こ と。  ②  イノシシ及 びニホンジカの 捕 獲 を 目 的 と す る 許 可申請の 場 合   く く り わ な を 使 用 し た 方 法での 許 可申請は 、①の規制 に加え て 、ワイヤーの直径が 4 ミリメートル以上であ り 、 よ り もどし を装着し た も のであ る こ と。な お 、ツキノワグマの 保護 管 理重点地 域以外 の 地 域 に お い て は 、輪の直径が 12 センチメートル以内 と す る 制 限 を解除す る。  ③  ツキノワグマの 捕 獲 を 目 的 と す る 許 可申請の 場 合   は こ わ な に 限 る も の と す る。    (4) 保 護 の 必 要 性 が 高 い 種 又 は 地 域 個 体 群 に 係 る 捕 獲 許 可 の 考 え 方   生息数 が 少 な く 保 護 の 必 要 性 が 高 い 種 又 は 地 域 個 体 群 に 係 る 捕 獲 許 可 は 特 に慎重に 取 り扱うも の と し 、継続的 な 捕 獲 が 必 要 に な る 場 合 は 、 生息数や生息密度 の推定 に 基 づき、 捕 獲 数を 調 整 す る など適 正 な 捕 獲 が 行 わ れ る よう計 画 的 に 行 わせる も の と す る。   こ の ような 種 につい て は 、 特 に 被 害 の 防 止 を 目 的 と し た有害 鳥 獣 捕 獲 と紛ら わ し い形態 を装っ た不必 要 な 捕 獲 等 の 生 じ る こ と の な い よう指 導 す る と と も に 、 地 域 の 関 係 者 の 理解の下に 、 捕 獲 し た 個 体 を 、 被 害 が 及ぶお そ れ の 少 な い 地 域 へ 放 獣させる など、 生息数 の確保 に努め る こ と も検討す る も の と す る。   種 の 保存法 の国内 希 少野生 動植物 種 か ら解除され たオオタカについ て は 、原則、 鳥 獣 の 管理 を 目 的 と す る 捕 獲 を 認 め な い。ただし 、 被 害 防除対策を講じ て も 被 害 が顕著であ り 、 被 害を与え る 個 体 が 特 定され て い る 場 合 に は 、 捕 獲 を 認 め る こ と と す る。な お 、 捕 獲後、 そ の 個
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体 を 飼 養 す る 場 合 に は 、 一 般流通に よ る密猟 の助長 を 防 止 す る観点か ら 、 当面の 間 、 公 的機関 に よ る 飼 養 を 前提と す る 場 合 に 限 り 、 捕 獲 を 認 め る こ と と す る。   （ 5) 鉛 中 毒 が 生 じ る 蓋 然 性 が 高 い と 認 め ら れ る 地 域 に 係 る 捕 獲 許 可 の 考 え 方  捕獲実施区域と水鳥又は希少猛禽類の生息地が重複しており、科学的な見地から、鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露しない構造・素材の銃弾を使用し、又 は 捕 獲個 体 の搬出の徹底を 指 導 す る。   ２ － １  学 術 研 究 を 目 的 と す る 場 合   (1) 学 術 研 究  ①  研 究 の 目 的 及 び 内 容     次 の 1)か ら 4)までの いずれ に も該当 す る も のであ る こ と。  1)主た る 目 的 が 、 理 学 、 農 学 、医学 、薬学 等 に 関 す る 学 術 研 究であ る こ と。   ただし 、 学 術 研 究 が単に付随的 な 目 的であ る 場 合 は 、 学 術 研 究 を 目 的 と し た 行為と は認 め な い。  2)鳥 獣 の 捕 獲 等 又 は 鳥 類 の 卵 の 採 取 を 行う以外 の 方 法では 、 そ の 目 的 が達成 す る こ と ができな い と 認 め ら れ る こ と。  3)主た る 内 容 が 鳥 獣 の 生 態 、習性 、 行 動 、食性 、 生 理 等 に 関 す る 研 究であ る こ と。    また 、 適 正 な全体 計 画 の下でのみ行 わ れ る も のであ る こ と。  4)研 究 に よ り得ら れ た 成果が 、 学会又 は 学 術誌等 に よ り 、原則と し て 、 一 般 に 公表され るも のであ る こ と。  ②  許 可対象者    理 学 、農 学 、医学 、薬学 等 に 関 す る 調 査 研 究 を 行う者 又 は こ れ ら の 者 か ら依頼を受け た者。  ③  鳥 獣 の 種 類・数    必 要最小限 の 種 類 又 は 数（羽、頭、 個）。  ④  期 間   1 年以内。  ⑤  区 域   必 要最小限 の 区 域 と し 、原則と し て 、 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 及 び 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域（当該区 域 に お い て 特 定 猟 具 に 指 定され て い る 猟 具 を 使 用 す る 場 合 に 限 る。）並び に規則第 7 条 第 1 項 第 7 号イか らチまでに 掲 げ る 区 域 は除く。ただし 、 特 に 必 要 が 認 め ら れ る 場合 は こ の 限 りでは な い。  ⑥  方 法   次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も のであ る こ と。ただし 、 他 に 方 法 が な く 、やむを得な い 事由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 りでは な い。  1)法 第 12 条 第 1 項 又 は 第 2 項で禁 止され て い る 猟 法では な い こ と。  2)殺傷 又 は損傷（以下「殺傷 等」と いう。）を伴う捕 獲 方 法 の 場 合 は 、 研 究 の 目 的 を達成す る た め に 必 要最小限 と 認 め ら れ る も のであ る こ と。  ⑦  捕 獲 等 又 は 採 取 等後の措置   原則と し て 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も のであ る こ と。  1)殺傷 等 を伴う場 合 は 、 研 究 の 目 的 を達成 す る た め に 必 要最小限 と 認 め ら れ る も のであ るこ と。  2)個 体 識 別 等 の 目 的でタグ又 は 標 識 の装着、 体 の 一部の切除、マイクロチップの皮下へ の埋め込み等 を 行う場 合 は 、当該措置が 鳥 獣 の 生 態 に著し い影響を 及ぼさな い も のであ り 、かつ研 究 の 目 的 を達成 す る た め に 必 要であ る と 認 め ら れ る も のであ る こ と。  3)電波発信機、足環 の装着等 の 鳥 獣 へ の負荷を伴う措置につい て は 、 目 的 を達成 す る た めに 当該措置が 必 要最小限であ る と 認 め ら れ る も のであ る こ と。  な お 、電波発信機を装着す る 場 合 に は 、原則と し て 、 必 要 期 間経過後短期 間 のうちに脱落す る も のであ る こ と。    (2) 標 識 調 査（環 境省足環 を装着す る 場 合）  ①  許 可対象者   国も し く は都道府県の 鳥 獣 行 政 事 務担当職員又 は国も し く は都道府県よ り 委託を受け た者（委託を受け た 者 か ら依頼され た 者 を含む。）。  ②  鳥 獣 の 種 類・数  
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 原 則 と し て 、 標 識 調 査 を 主 た る 業 務 と し て 実 施 し て い る も の に あ っ て は 、 鳥 類 各 種 各2,000 羽以内 、 3 年以上継続し て 標 識 調 査 を 目 的 と し た 捕 獲 許 可 を受け て い る 者 に あ っ ては 、同各 1,000 羽以内 、 そ の 他 の 者 に あ っ て は同各 500 羽以内。ただし 、 特 に 必 要 が 認 めら れ る 種 につい て は 、 こ の 限 りでは な い。  ③  期 間   原則と し て 1 年以内 と す る。  ④  区 域   原則と し て 、規則第 7 条 第 1 項 第 7 号イか らチまでに 掲 げ る 区 域 は除く。   ただし 、 特 に 必 要 が 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 りでは な い。  ⑤  方 法   原則と し て 、網、 わ な 又 は 手 捕 り と す る。   ２ － ２  鳥 獣 の 保 護 を 目 的 と す る 場 合   (1) 第 一 種 特 定 鳥 獣 保 護 計 画（以下「第 一 種 特 定 計 画」と いう。）に 基 づ く 鳥 獣 の 保 護   原則と し て以下の 許 可 基 準 に よ る ほ か 、 第 一 種 特 定 計 画 の 目 的 が 適 正 に達成され る よう行わ れ る も の と す る。  ①  許 可対象者   国又 は 地 方 公共団体 の 鳥 獣 行 政 事 務担当職員（農林振興事務所の職員を含む。）、第 一 種特 定 計 画 に 基 づ く 事 業 の受託者 そ の 他 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 者。  ②  鳥 獣 の 種 類・数   第 一 種 特 定 計 画 の 目 標 の達成 の た め に 適切かつ合 理 的 な 数（羽、頭、 個）であ る こ と。  ③  期 間   第 一 種 特 定 計 画 の達成 を図る た め に 必 要 かつ適切な 期 間 と す る こ と。な お 、複数年に わた る 期 間 を 設 定 す る 場 合 に は 、 第 一 種 特 定 計 画 の 内 容 を踏まえ 適切に対応す る こ と。  ④  区 域   第 一 種 特 定 計 画 の達成 を図る た め に 必 要 かつ適切な 区 域 と す る こ と。  ⑤  方 法   可能な 限 り対象鳥 獣 の殺傷 等 を 防ぐ観点か ら 適切な 方 法 を と る こ と。    (2) 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的 ①  許可対象者  国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員（農林振興事務所の職員を含む。）。  ②  鳥獣の種類・数  必要と認められる種類及び数（羽、頭、個)。  ③  期間   1 年以内。  ④  区域   申請者の職務上必要な区域。  ⑤  方法  原則として、法第 12 条第 1 項又は第 2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。    (3) 傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的 ①  許可対象者  国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員（農林振興事務所の職員を含む。）、鳥獣保護管理員、その他特に必要と認められる者。  ②  鳥獣の種類・数  必要と認められる種類及び数（羽、頭、個)。  ③  期間   1 年以内。  ④  区域   必要と認められる区域。  ⑤  方法  原則として、法第 12 条第 1 項又は第 2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。   
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２ － ３  鳥 獣 の 管 理 を 目 的 と す る 場 合   (1) 第 二 種 特 定 計 画 に 基 づ く 鳥 獣 の 数 の 調 整 を 目 的 と す る 場 合  ①  許 可対象者  1) 原則として、銃器を使用する場合は第一種銃猟免許を所持する者（空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を所持する者）、又は銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。ただし、銃器の使用以外の方法による法人に対する許可であって、以下の１．から４．の条件を全て満たす場合は、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。  １．従 事 者 の 中 に 猟 法 の 種 類 に応じ た 狩 猟免許所持者 が含まれ る こ と  ２．当該法 人 が 従 事 者 に対し て講習会を 実 施 す る こ と に よ り 捕 獲技術 、安全性 等 が確保されて い る と 認 め ら れ る こ と   ３．当該免許 を受け て い な い 者 が 当該免許 を受け て い る 者 の 監 督下で捕 獲 を 行うこ と   ４．当該法 人 が 地 域 の 関 係 者 と十分 な 調 整 を図っ て い る と 認 め ら れ る こ と     2) 捕獲等又は採取等の効率性及び安全性の向上を図る観点から、捕獲実施者には被害の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるように指導すること。  3) 捕獲実施者の数は必要最小限であるとし、さらに被害の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲等又は採取等による捕獲方法が 適切に選択されていること。  ②  鳥獣の種類・数  捕獲等又は採取等の数は、第二種特定計画の目標の達成のために適切かつ合理的な数（羽、頭、個）とすること。  ③  期間  1) 第二種特定計画の達成を図るために必要かつ適切な期間とすること。  なお、複数年にわたる期間を設定する場合には、第二種特定計画の内容を踏まえ適切に対応すること。 2) 捕獲等又は採取等の対象以外の鳥獣の保護及び繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮すること。  3) 狩猟期間中及びその前後における許可については、一般の狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることがないよう、許可を受けた者に対しては、捕獲区域の周辺住民等の関係者への事前周知を徹底させる等、適切に対応すること。  ④  区域   第二種特定計画の達成を図るために必要かつ適切な区域とすること。  ⑤  方法  1) 空気銃を使用した捕獲等は、鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。  ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。 2) 鉛製銃弾を対象とした法第 15 条第１項に基づく指定猟法禁止区域及び法第 12 条第１項又は第２項に基づく鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。  3) 猛禽類の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲等に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の銃弾は使用しないよう努めるものとする。    (2) 鳥 獣 に よ る 生 活 環 境 、 農 林 水 産 業 又 は 生 態 系 に 係 る 被 害（以下「被 害」と いう。）の 防 止を 目 的 と す る 場 合  ①  被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 の 基 本 的 考 え 方   被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 は 、 被 害 が現に 生 じ て い る 場 合だけでな く 、 そ の お そ れ が あ る場 合 につい て も 許 可 す る も の と す る。   そ の 捕 獲 は 、原則と し て 被 害 防除対策に よ っ て も 被 害 が 防 止できな い と 認 め ら れ る ときに行うも の と す る。  ②  鳥 獣 に よ る 被 害発生 予察表の 作 成   鳥 獣 に よ る 被 害 は 、 そ の 地 域 の状況に よ っ て加害 鳥 獣 の 種 類 、加害時期 、 そ の程度 などが異な る。従 っ て 、そ れ ら の対応も 一様では図れ な い。そ こで、以下の と お り 予察表を 作 成 し 、被 害 の未然 防 止 に資す る こ と と す る。     
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1) 被 害発生 予察表（代表的 な 被 害例）  （第 ７表）  
 加 害 鳥 獣 名  

 被 害 農 林水 産 物 等  

 被 害 発 生 時 期 

 被 害 発 生 地 域  

 ４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

1 0 月  1 1 月  1 2 月  １月  

２月  

３月  キ ジ バ ト 豆 類 、 野 菜              県 下 一 円  バ ト   〃                  〃  カ ラ ス   〃                  〃  ス ズ メ 水 稲                  〃  ヒ ヨ ド リ 果 実 、 野 菜                  〃  ム ク ド リ    〃                  〃  カ ワ ウ 養 殖 魚 、放 流魚  

                〃  ア オ サ ギ    〃                  〃  イ ノ シ シ 

 

水 稲 、 野 菜 、果 樹 、 穀 類 、筍  

             

    〃  ニ ホ ン ジ カ 

 

水 稲 、 野 菜 、果 樹 、 ス ギ 、ヒ ノ キ 等  

             

    〃  ノ ウ サ ギ ス ギ 、ヒ ノ キ等  

                〃  ニ ホ ン ザ ル 

 

野 菜 、 果 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈 良 市 、 天 理 市 、 桜 井市 、 五 條 市 、 宇 陀 市 、山 辺 郡 、 宇 陀 郡 、 吉 野郡  ア ラ イ グ マ 

 

野 菜 、果 樹 等              県 下 一 円  

 

 2)  被 害発生 予察表に 係 る 方 針 等   被 害 等 の お そ れ が あ る 場 合 に 実 施 す る 予察に よ る有害 鳥 獣 捕 獲（以下「予察捕 獲」と いう。）は 、 被 害発生 予察表（第 ７表）で示 し た 鳥 獣（地 域 的 に孤立し て お り 、 地 域レベルの絶滅の お そ れ の 高 い 地 域 個 体 群 は除く。）を対象と し て 、常時捕 獲 を 行 い 生息数 を低下させる 必 要 が あ る ほど強い 害 性 が 認 め ら れ る 場 合 のみ許 可 す る も の と す る。ただし 、 指 定管 理 鳥 獣 及 び 外 来 鳥 獣 等 につい て は こ の 限 りでは な い。   予察捕 獲 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 鳥 獣 の 種 類 別 、 四半期 別 及 び 地 域 別 に よ る 被 害発生予察表を 作 成 す る も の と す る。被 害発生 予察表の 作 成 に 当 た っ て は 、 過去 5 年間 の 鳥 獣 によ る 被 害 等 の発生状況及 び 鳥 獣 の 生息状況につい て 、 地 域 の 実情に応じ 、 学 識経験者 等科学 的見地 か ら 適切な助言及 び 指 導 を 行うこ と のできる も の の 意見を聴取 しつつ、 調 査 及 び検討を 行うも の と す る。   また 、 被 害発生 予察表に お い て は 、 被 害発生 の お そ れ の あ る 地 区ごと に 、 農 林 水 産 物 の被 害や作付け 等 の状況、 鳥 獣 の 生息状況の推移等 を勘案し 、 被 害・影響の発生 地 域 、時期等 の 予察を す る も の と す る。さら に 、 捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 数 の 上 限 を 設 定 す る など、 許 可の 方 針 を明ら か に す る も の と す る。   な お 、 被 害発生 予察表に 係 る 被 害 の発生状況につい て は 、毎年点検し 、 そ の結果に 基 づき必 要 に応じ て 予察捕 獲 の 実 施 を 調 整 す る など適切に対処 す る も の と す る。  

 

  ③  鳥 獣 の 適 正 管 理 の 実 施  1)  方 針   農 林 水 産 業 等 の健全な発展 と 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 と の両立を図る た め 、総合 的 、効果的な 防除方 法 、 狩 猟 を含む個 体 群 管 理 等 、 鳥 獣 の 適 正 な 管 理 方 法 を検討し 、所要 の対策が講じ ら れ る よう努め る も の と す る。   また 、 鳥 獣 の 保 護 管 理 の た め の 実 施 体 制 の充実 に努め る も の と す る。特 に 狩 猟 者 について は 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 の た め の担い 手 と し て 、 そ の確保 に努め る と と も に 、新た な 個体 数 調 整 の 体 制 につい て も検討を進め る も の と す る。   さら に 、 人 が排出す る 生ごみ等 が 、 鳥 獣 に よ る 被 害 の誘因と な っ て い る こ と に鑑み、 被害 の 防 止 の観点か ら 、 生ごみ等 の 適 正 な 処 理や餌やり 行為の 防 止 につい て も 必 要 な 指 導 を行うと と も に 、鳥 獣 の 生 態や習性 に 関 す る知識 の普及 を含め 、周知徹底を図る こ と と す る。 
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2)  防除方 法 の検討、 個 体 群 管 理 の 実 施 等 の 計 画  （第 ８表）   対象鳥獣名 年  度  防除方 法 の検討、 個 体 数 管 理 の 実 施 等  備  考  

 ニホンジカ 

 

 令 和 4 年 度 から 令 和 8 年 度ま で  

 各 種 検 討 を 行 う 。  第 二 種 特 定 計 画 に 沿 っ て 被 害 防 止 対 策 を 実 施 す る 。  

 

 

 

 イノシシ 

 

 令 和 4 年 度 から 令 和 8 年 度ま で  

 各 種 検 討 を 行 う 。  第 二 種 特 定 計 画 に 沿 っ て 被 害 防 止 対 策 を 実 施 す る 。  

 

 

 ニホンザル 

 

 令 和 8 年 度 から 令 和 1 2 年 度ま で  

 各 種 検 討 を 行 う 。  第 二 種 特 定 計 画 に 沿 っ て 被 害 防 止 対 策 を 実 施 す る 。  

 

 

 

 

 ④  被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 につい て の 許 可 基 準 の 設 定  1) 方 針   被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 の た め の 捕 獲 許 可 は 、 被 害 等 の状況等 及 び 防除対策の 実 施状況を 的確に把握し 、 そ の結果、 被 害 が 生 じ て い る か 又 は そ の お そ れ が あ り 、原則と し て 防除対策に よ っ て も 被 害 が 防 止できな い と 認 め ら れ る ときに 行うも の と す る。          狩 猟 鳥 獣 、ニホンザル、ドバト以外 の 鳥 獣 につい て は 、 被 害 が 生 じ る こ と は稀であ り 、従 来 の 許 可 実績もごく僅少であ る こ と に鑑み、 こ れ ら の 鳥 獣 につい て の有害 鳥 獣 捕 獲 を 目的 と し た 捕 獲 許 可 は 、 特 に慎重に 取 り扱うも の と す る。   また 、有害 鳥 獣 捕 獲 と紛ら わ し い形態 を装っ た不必 要 な 捕 獲 の 生 じ る こ と の な い ように指 導 す る も の と す る。   指 定 管 理 鳥 獣 及 び 外 来 鳥 獣 等 に よ る 被 害 の 防 止 を図る 場 合 に お い て は 、 当該鳥 獣 の積極的 な 捕 獲 を 行うも の と す る。そ こで、 防 護柵等 の 別 の 被 害対策を講じ る こ と な く 、また 、被 害 お よ び 被 害 の 予察の有無に 関 わ らず、 捕 獲 許 可 を出す こ と ができる も の と す る。   2) 許 可 基 準   被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 許 可 を す る 場 合 の 基 準 は 、 次 の 方 針 に よ り 、許 可対象者 、 鳥 獣 の 種 類・数 、 期 間 、 区 域 及 び 方 法 等 につい て 設 定 す る も の と す る。  １．許 可対象者 及 び 捕 獲 実 施 者   許 可対象者 は 、 鳥 獣 の 被 害 を受け て い る 者（以下「被 害 者」と いう。）、 被 害 者 か ら依頼を受け た 個 人若し く は 法 人（法 第 9 条 第 8 項 に規定 す る「国、 地 方 公共団体 、 法 第18 条 の 5 第 2 項 第 1 号 に規定 す る 認 定 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 者 、環 境大臣の 定 め る 法 人（農 業協同組合 、同連合会、 農 業共済組合 、同連合会、森林組合 、同連合会、 生 産森林組合 、漁 業協同組合 、同連合会）」を いう。以下同じ。）と す る。    捕 獲 実 施 者（「被 害 者 、 被 害 者 か ら依頼を受け た 個 人 、 被 害 者 か ら依頼を受け た 法 人の 従 事 者」を いう。）は 、 銃器を 使 用 す る 場 合 に は 第 一 種 銃 猟免許 を所持す る 者（空気銃 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 第 一 種 銃 猟免許 又 は 第 二 種 銃 猟免許 を所持す る 者）、 銃器の 使 用以外 の 方 法 に よ る 場 合 に は網猟免許 又 は わ な 猟免許 を所持す る 者 と し 、さら に 一定 期 間有害 鳥 獣 捕 獲 に 用 い る 捕 獲 方 法 の 狩 猟 者 登 録 を継続し て受け て い る 者 、 及 び規則第 67 条 第 2 項で定 め る 狩 猟災害共済又 は 狩 猟損害 保 険 に加入 し て い る 者 と す る。   ただし 、 農 林 業 被 害 の 防 止 の 目 的で農 林 業 者 が自ら の 事 業 地 内 に お い て 、囲い わ な を用 い てイノシシ、ニホンジカそ の 他 の 鳥 獣 を 捕 獲 す る 場 合 は 、 狩 猟免許 を所持し て い ない 者 も 捕 獲 実 施 者 に な る こ と ができる。   アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、カラス、ドバト等 の小型の 鳥 獣 につい て は 、住 宅 等 の土地・建物 内 に お け る 被 害 を 防 止 す る 目 的で当該土地・建物 内 に お い て 、または 農 林 業 被 害 の 防 止 の 目 的で 農 林 業 者 が自 ら の 事 業 地 内 に お い て 捕 獲 す る 場 合 で あ って 、 １日に １回以上 の見回り を す る 等 、 錯 誤 捕 獲 等 に よ り 鳥 獣 の 保 護 に重大な支障を 生じ な い と 認 め ら れ る 場 合 、小型の は こ わ な若し く はつき網を 用 い て 又 は 手 捕 り に よ り 捕獲 す る 場 合 は 、 狩 猟免許 を所持し て い な い 者 も 捕 獲 実 施 者 に な る こ と ができる。   アライグマの 捕 獲 に 係 る 法 人 に対す る 許 可 に あ た っ て は 、 銃器以外 の 方 法 に よ る 場 合であ っ て 、 捕 獲 実 施 者 の 中 に わ な 猟免許所持者 が含まれ 、 かつ、現に有効な 狩 猟免許 を所持し 、原則と し て 過去５年以上有害 鳥 獣 捕 獲 に 用 い る 捕 獲 方 法 の 狩 猟 者 登 録 を継続して受け て い る 者 が い る 場 合 は 、 捕 獲 実 施 者 に わ な 猟免許 を有し て い な い 者 を含むこ と が
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できる も の と す る。こ の 場 合 、 わ な 猟免許 を所持し て い な い 者 は 、 わ な 猟免許所持者 の同行 及 び 監 督下で捕 獲 を 行うこ と と す る。   法 人 に対す る 許 可であ っ て 、以下のアか らエの 条 件 を全て満た す 場 合 は 、 狩 猟免許 を受け て い な い 者 を 許 可対象者 と す る こ と ができる。  ア  従 事 者 の 中 に 猟 法 の 種 類 に応じ た 狩 猟免許所持者 が含まれ る こ と  イ  当該法 人 が 従 事 者 に対し て講習会を 実 施 す る こ と に よ り 捕 獲技術 、安全性 等 が確保され て い る と 認 め ら れ る こ と  ウ  当該免許 を受け て い な い 者 が 当該免許 を受け て い る 者 の 監 督下で捕 獲 を 行うこ と  エ  当該法 人 が 地 域 の 関 係 者 と十分 な 調 整 を図っ て い る と 認 め ら れ る こ と    国 が自 ら 経営 管 理 す る国 有林 野 及 び 官行 造 林 地 等 に お い て 実 施 す る有 害 鳥 獣 捕 獲  に あ っ て は 、 次 の 各 号 の 条 件 を満た す 者 を 捕 獲 実 施 者 と す る こ と ができる。  (１ ) 森林 管 理署・森林 管 理 事 務所等 当該捕 獲 等 実 施機関 に勤務 す る 者。  (２ ) 狩 猟免許 を有す る 者 又 は 当  該森林 管 理局等で開催す る「鳥 獣 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正化 に 関 す る 研修」を 過去３年以内 に受け た 者。   ２．鳥 獣 の 種 類・数  ア  有害 鳥 獣 捕 獲対象鳥 獣 の 種 類 は 、現に 被 害 を 生 じさせ、 又 は そ の お そ れ の あ る 種 とす る。  イ  鳥 類 の 卵 の 採 取 等 の 許 可 は 、現に 被 害 を発生させて い る 鳥 類 を有害 鳥 獣 捕 獲 す る こと が困難であ り 、 鳥 類 の 捕 獲 等だけでは 被 害 の 防 止 の 目 的 が達成できな い 場 合 、 又 は建築物 等 の汚染等 を 防 止 す る た め巣を除去す る 必 要 が あ る 場 合で、併せて 卵 を 採 取 等し な け れば被 害 を 防 止 す る 目 的 が達成できな い 場 合 に 限 る。  ウ  捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 数 は 、被 害 の 防 止 の 目 的 を達成 す る た め に 必 要最小限 の 数（羽、頭、 個）と す る。   ただし 、 指 定 管 理 鳥 獣 及 び 外 来 鳥 獣 等 に 係 る 被 害 防 止 を 目 的 と す る 場 合 に は 、 上記ア～ウは 適 用 し な い。   ３．期 間  ア  有害 鳥 獣 捕 獲 の 実 施 期 間 は 、原則と し て 被 害 が 生 じ て い る時期 のうち、最も効果的に有害 鳥 獣 捕 獲 が 実 施できる時期であ っ て 、 被 害 の 防 止 の 目 的 を達成 す る た め に 必 要かつ適切な 期 間 と す る。  イ   有害 鳥 獣 捕 獲対象以外 の 鳥 獣 の繁殖 に支障が あ る 期 間 は避け る よう考慮す る。  ウ  狩 猟 期 間 の 前後に お け る有害 鳥 獣 捕 獲 の 許 可 につい て は 、 狩 猟 期 間 の延長 と 誤 認され る お そ れ が あ る た め 、原則と し て 許 可 し な い も の と す る。  エ  予察捕 獲 の 許 可 につい て は 、 被 害発生 予察表（第 ７表）に 基 づき計 画 的 に 行うよう努め る も の と す る。   ４．区 域  ア  有害 鳥 獣 捕 獲 の 実 施 区 域 は 、 被 害 の発生状況に応じ 、 そ の対象と な る 鳥 獣 の 行 動圏域 を踏まえ て 被 害 の発生 し て い る 区 域 又 は 被 害 の発生 す る お そ れ の あ る 必 要最小限 の区 域 と す る。   イ  被 害 が複数 の 市 町 村 にまた が っ て発生 す る 場 合 に あ っ て は 、 被 害 の状況に応じ 市 町村 を越え て共同し て広域 的 に有害 鳥 獣 捕 獲 を 実 施 す る など、 捕 獲 が効果的 に 実 施される よう市 町 村 を助言す る も の と す る。  ウ  鳥 獣 保 護 区 又 は 休 猟 区 に お け る有害 鳥 獣 捕 獲 を 目 的 と し た 捕 獲 許 可 は 、 鳥 獣 の 管 理の 適 正 な 実 施 が確保され る ように 行うも の と し 、 こ の 場 合 、 他 の 鳥 獣 の繁殖 に支障が生 じ な い よう配慮す る も の と す る。特 に 、 集団渡来 地 、 集団繁殖 地 、 希 少 鳥 獣 生息地の 保 護 区 等 鳥 獣 の 保 護 を図る こ と が 特 に 必 要 な 地 域 に あ っ て は 、 捕 獲 許 可 につい て慎重な 取扱い を す る も の と す る。   また 、慢性 的 に著し い 被 害 が見ら れ る 場 合 は 、 鳥 獣 の 生息状況等 を踏まえ 、 被 害 防除対策及 び 生息環 境 の改善等 の重点的 な 実 施 を検討す る こ と と す る。   ５．方 法  ア  空気銃 を 使 用 し た有害 鳥 獣 捕 獲 は 鳥 獣 を負傷させた状態で取 り逃が す 危 険 性 が あ るた め 、大型の 獣 類 につい て は そ の 使 用 を 認 め な い。ただし 、 は こ わ な 、 く く り わ なでの 捕 獲後の 止 めさし 等 、 取 り逃が す 危 険 性 の 少 な い状況に お い て 使 用 す る 場 合 につい
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て は こ の 限 りでは な い。  イ  鉛製銃弾を対象と し た 法 第 15 条 第 1 項 に 基 づ く 指 定 猟 法 禁 止 区 域 及 び 法 第 12 条 第1 項 又 は 第 2 項 に 基 づ く 鉛製銃弾の 使 用 を 禁 止 し て い る 区 域 に あ っ て は 禁 止され た 鉛製銃弾は 使 用 し な い も の と す る。  ウ  猛禽類 の 鉛 中 毒 を 防 止 す る た め 、 鳥 獣 の 捕 獲 等 に 当 た っ て は 、 鉛 が暴露す る構造・素材の装弾は 使 用 し な い よう努め る も の と す る。  エ  有害 鳥 獣 捕 獲 の対象と な る 鳥 獣 の嗜好す る餌を 用 い た 捕 獲 方 法 を と り 、結果と し て被 害 の発生 の遠因を 生 じさせる こ と の な い よう指 導 を 行うも の と す る。   ６．本県に お け る 許 可 権 限ごと の 鳥 獣 種 別 許 可 基 準 は 第 ９表の と お り と す る。  （第 ９表）                                              ※上記の 鳥 獣以外 の 捕 獲 許 可 の日数 は 、 必 要 かつ適切な 期 間 と す る。  

 許可権者    鳥 獣 名   許    可    基    準   被害農林水産物等     備  考    方   法   区 域   時   期   日  数  １ 人 当り 捕 獲等 羽(頭)数   許可対象者       留意 事項        市 町 村                  

ス ズ メ       銃 器 
 網        被 害 防 止 の た め に 必 要 最 小 限 の 区 域  被 害 発 生時期(第７表参照)   (農作物については､播種期･発 芽期･収穫期等） 

 ３カ月以内          被 害 状況 に より決定 
 ○ 被 害 者  ○ 被 害 者 か ら 依 頼さ れ た 個 人  ○ 被 害 者 か ら 依 頼さ れ た 法 人  ・国 ・地方公共団体 ・認定鳥獣捕獲等事業者 ・環境大臣の定める法人 ・農業協同組合 ・農業協同組合連合会 ・農業共済組合 ・農業共済組合連合会 ・森林組合 ・森林組合連合会 ・生産森林組合 ・漁業協同組合 ・漁業協同組合連合会 

 水稲、生活環境等   カ  ワ  ウ 養殖魚、放流魚、 生活環境等  キ ジ バ ト 豆類、野菜、 生活環境等 カ ラ ス 網 捕獲箱  ３カ月以内 捕 獲 箱に つい て は ６ カ月以内 ド バ ト 豆類、野菜、 生活環境等  ム ク ド リヒ ヨ ド リ 網  ３カ月以内  果実、野菜、 生活環境等  ニ ホ ン ザ ル  捕獲檻       ６カ月以内 野菜、穀類、椎茸、 果樹、生活環境等    ノ ウ サギ く く りわな  スギ、ヒノキ、 生活環境等 イ ノ シ シ 捕獲柵 捕獲檻 く く りわな     通年           
水稲、穀類、筍、野菜、果樹、 生活環境等 ニ ホ ン ジカ 水稲、 野菜、果樹、 スギ、ヒノキ、 生活環境等 アライグマ 捕獲檻  野菜、果樹等、 生態系、 生活環境等 

アライグマ ハクビシン ヌートリア カラス ドバト等の小型の鳥獣 小型の箱わな つき網 手捕り 住 宅 等の 土 地・建物内  上記鳥獣以外は必要かつ適切な期間      生活環境等  ・狩猟免許を所持してなくても許可できる。 ・許可対象者が地方公共団体の場合は許可の日数は１年以内。    知 事  ツキノワグマ  銃器    捕獲檻   銃 器 に つ い て は １ 年 以内 捕 獲 檻に つい て は １ カ月以内   ○市町村   スギ、ヒノキ、 果樹、養蜂、 生活環境等 ・人身に危険が予想される場合のみ、銃器による許可。 ・奈良県ツキノワグマ保護管理計画に基づく。 
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  ⑤  被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 の 適 正 化 の た め の 体 制 の 整 備 等   被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 の 適 正 化 及 び迅速化 を図る た め 、 関 係 市 町 村 及 び 農 林 漁 業 者 等の 関 係 者 に対す る 被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 制 度 の周知徹底を図る と と も に 、 次 に 掲 げ る措置を 実 施 す る も の と す る。  1) 方 針  １．捕 獲隊の編成   銃器を 使 用 し て有害 鳥 獣 捕 獲 を 実 施 す る 場 合 、 そ の 地 域ごと に 捕 獲隊を編成 し 、 実 施す る よう指 導 す る。そ の際、 捕 獲隊員の選定 につい て は 、技術 の優れ た 者 、有害 鳥 獣 捕獲 の た め の出動 の 可能な 者 等 が隊員と し て編成され る よう指 導 す る も の と す る。   また 、広範囲に わ た り 被 害 を 及ぼす お そ れ の あ る 鳥 獣 の有害 鳥 獣 捕 獲 につい て は 、隣接す る 市 町 村 間で捕 獲日を 統 一 し て 実 施 す る よう助言す る も の と す る。      さら に 、 当該市 町 村 内では 捕 獲隊の編成 が困難な 場 合 等 に お い て は 、 市 町 村 の 境界を越え た広域 捕 獲隊を編成 し 、 そ の 実 施 者 の 養 成・確保 に努め る よう関 係 市 町 村 に対し て助言す る も の と す る。  ２．関 係 者 間 の連携強化   地 域での有害 鳥 獣 捕 獲 の充実 を図る た め 、 農 林 業 従 事 者 に よ る 被 害対策の た め の 狩 猟免許 取得促進を図る。   また 、 鳥 獣 行 政 と 農 林 水 産 行 政 の連携を 一層推進す る。  ３．被 害 防 止 体 制 の充実   被 害 が慢性 的 に発生 し て い る 地 域 に あ っ て は 、 必 要 に応じ て 、 鳥 獣 の出現状況の把握・連絡、 防 護柵等 防除技術 の普及 、追い払い 等 の 被 害対策を 行う体 制 の 整 備 、効果的 な取組事例の紹介、 被 害 実 態 等 の県民へ の情報提供に よ り 、 的確な情報伝達及 び効果的 な被 害 防 止 が図ら れ る よう関 係 市 町 村 に対し て助言す る も の と す る。   2) 捕 獲隊編成 指 導 の対象鳥 獣名及 び対象地 域  （第 １ ０表）  
 対象鳥 獣名  

 対  象  地  域  

 備  考  

 被害発生予察表（第７表）に掲げる鳥獣 

 

  被 害発生 市 町 村  

 

 

 3) 指 導 事 項 の概要   指 導 に 当 た っ て の 留 意 事 項 は 、「④被 害 の 防 止 の 目 的での 捕 獲 につい て の 許 可 基 準 の 設定」に記載の と お り と す る。   ２－４  その他特別の事由の場合  (1) 博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的 ①  許可対象者  博物館、動物園等の公共施設の飼育・研究者又はこれらの者から依頼を受けた者。  ②  鳥獣の種類・数  必要最小限の種類及び数（羽、頭、個)。  ③  期間   6 カ月以内。  ④  区域   原則として、規則第 7 条第 1 項第 7 号のイからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。  ⑤  方法   原則として、法第 12 条第 1 項又は第 2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。    (2) 愛玩のための飼養の目的         許可しないこととする。   
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 (3) 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止 ①  許可対象者  県内に住所を有する者で、鳥類の養殖を行っている者又はこれらの者から依頼を受けた者。  ②  鳥獣の種類・数  人工養殖が可能と認められる種類で、必要最小限の数(羽、個)。  ③  期間   6 カ月以内。  ④  区域   原則として、規則第 7 条第 1 項第 7 号のイからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。  ⑤  方法   網、わな又は手捕り。    (4) 鵜飼漁業への利用 ①  許可対象者  鵜飼漁業者又はこれらの者から依頼を受けた者。  ②  鳥獣の種類・数  必要最小限。  ③  期間   6 カ月以内。  ④  区域   原則として、規則第 7 条第 1 項第 7 号のイからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。  ⑤  方法   手捕り。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。    (5) 伝統的な祭礼行事等に用いる目的 ①  許可対象者  祭礼行事、伝統的生活様式の継承に係る行為（いずれも、現在まで継続的に実施されてきたものに限る）の関係者又はこれらの者から依頼を受けた者（登録狩猟等他の目的による捕獲又は採取により、当該行事等の趣旨が達成できる場合を除く。）。  ②  鳥獣の種類・数  必要最小限の種類及び数（羽、頭、個)。捕獲し、行事等に用いた後は放鳥獣とする（致死させることによらなければ行事等の趣旨を達成できない場合を除く。）。  ③  期間   30 日以内。  ④  区域   原則として、規則第 7 条第 1 項第 7 号のイからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。  ⑤  方法   原則として、法第 12 条第 1 項又は第 2 項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。    (6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 目 的   捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 目 的 に応じ て 個々の 事例ごと に判断す る も の と す る。な お 、 環 境教育の 目 的 、 環 境影響評価の た め の 調 査 目 的 、 被 害 防除対策事 業 等 の た め の 個 体 の追跡の 目 的で行う捕 獲 等 又 は 採 取 等 は 、 学 術 研 究 の 捕 獲 許 可 基 準 に 準 じ て 取 り扱うも の と す る。   ３  そ の 他 、 鳥 獣 の 捕 獲 等 及 び 鳥 類 の 卵 の 採 取 等 の 許 可 に 関 す る 事 項   ３ － １   捕 獲 許 可 し た 者 へ の 指 導  （ 1）捕 獲 物 又 は 採 取 物 の 処 理 等   処 理 方 法 につい て は 、申請の際に明ら か に す る よう指 導 す る。また 、 捕 獲 物 等 は 鉛 中 毒 事故等 の問題を引き起こ す こ と の な い よう、原則と し て持ち帰る こ と と し 、やむを得な い 場 合は 生 態 系 に影響を与え な い ような 適切な 方 法で埋設 す る こ と に よ り 処 理 し 、山野に 放置す るこ と の な い よう指 導 す る も の と す る（適切な 処 理 が困難な 場 合 又 は 生 態 系 に影響を 及ぼす お
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そ れ が軽微な 場 合 と し て規則第 19 条で定 め ら れ た 場 合 を除く。）。さら に 、捕 獲 物 等 が 、鳥獣 の 保 護 管 理 に 関 す る 学 術 研 究 、 環 境教育などに 利 用できる 場 合 は努め て こ れ を 利 用 す る よう指 導 す る も の と す る。豚熱（ CSF）等 、感染症の拡大が懸念され る 場 合 は 、捕 獲 作 業 を 実 施す る際に十分 な 防疫措置を と っ て 捕 獲・処 理 を 行うよう指 導 す る。被 害 防 止 目 的で捕 獲された 外 来 鳥 獣 につい て は 、 そ の 捕 獲 目 的 と 生 態 系 へ の影響に鑑み、 捕 獲後に 放 鳥 獣 し な い よう指 導 す る。   また 、 捕 獲 物 等 は 、違法 な も の と 誤 認され な い ように す る。特 に 、クマ類 及 びカモシカについ て は違法 に輸入され た り国内で密猟され た 個 体 の流通を 防 止 す る観点か ら 、 目印票（製品タッグ）の装着に よ り 、国内で適 法 捕 獲され た 個 体であ る こ と を明確にさせる も の と す る。  な お 、 捕 獲 個 体 を致死させる 場 合 は 、できる 限 り苦痛を与え な い 方 法 に よ る よう指 導 す るも の と す る。   さら に 、 錯 誤 捕 獲 し た 個 体 につい て は原則と し て所有及 び 活 用 はできな い こ と 、 放 鳥 獣 の検討を 行うこ と 、 狩 猟 鳥 獣以外 に あ っ て は 捕 獲され た 個 体 を 生きたまま譲渡す る 場 合 に は 飼養 登 録 等 の 手続きが 必 要 と な る 場 合 が あ る こ と 、また 、 捕 獲 許 可申請に記載され た 捕 獲 個 体の 処 理 の 方 法 が 実際と異な る 場 合 に は 法 第 9 条 第 1 項違反と な る 場 合 が あ る こ と につい て 、あ ら か じ め申請者 に対し て十分周知を図る も の と す る。   （ 2）従 事 者 の 指 揮 監 督  法 人 に 捕 獲 許 可 す る 場 合 は 当該法 人 に よ る 従 事 者 の 指 揮 監 督 の 適 正 を 期 す る た め 、 そ れぞれ の 従 事 者 が 行う捕 獲 行為の 内 容 を 具 体 的 に 指 示 す る と と も に 、 従 事 者 の台帳を 整 備 す る よう十分 に 指 導 す る。   （ 3）危 険 の 予 防    捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 実 施 に伴う錯 誤 捕 獲や事故の発生 防 止 に万全の対策を講じさせる と とも に 、 事 前 に広報そ の 他 の 方 法 に よ り 、 関 係 地 域 住民へ の周知を図らせる も の と す る。   また 、 必 要 に応じ て安全確保 の た め の 人員配置を 行う等万全の対策を講じさせる。   （ 4）錯 誤 捕 獲 の 防 止   ツキノワグマの 生息地 域 に お い て わ な を 設置す る 場 合 につい て は 、ツキノワグマの好むエサの 使 用 を避け る など、 留 意 事 項 を周知す る よう努め る も の と す る。また 、ツキノワグマの錯 誤 捕 獲 に対し て迅速かつ安全な 放 獣 が 実 施できる ように 、 事 前 の 放 獣 体 制 の構築及 び 放 獣場所の確保 に努め る も の と す る。   ３ － ２  許 可 権 限 の 市 町 村 長 へ の 委 譲   奈良県知事 の 権 限 に属す る 被 害 の 防 止 を図る た め の 捕 獲 等 又 は 鳥 類 の 卵 の 採 取 等（以下「有害 鳥 獣 捕 獲」と いう。）を 目 的 と し た 捕 獲 許 可 に 係 る 権 限 の 一部につい て は 、 地 域 住民の 被害 に対す る 要望に対し よ り迅速な対応を図る た め 、 市 町 村 に 委 譲 す る も の と す る。委 譲対象と な る 鳥 獣 及 び 捕 獲 目 的 等 につい て は 、 生息状況及 び 被 害状況等 地 域 の 実情を踏まえ 条例で定 め る。   また 、 市 町 村 と は連携を密に し 、 許 可 事 務 の執行状況の把握に努め る と と も に 、 必 要 に応じ て助言す る も の と す る。   ３ － ３  鳥 類 の 飼 養 登 録   (1)  方 針   こ れまでメジロに 限 り １世帯に １羽のみ愛 玩 の た め の 飼 養 を 目 的 と し た 捕 獲 を 認 め て い たが 、平成 24 年 4 月 1 日以降は 捕 獲 を 許 可 し な い。そ の た め 、新規の 飼 養 登 録 は 行 わ な い こ とと な る が 、 すでに 飼 養 登 録され て い る 個 体 につい て は 、 登 録 を更新す る こ と ができる。   鳥 類 の 飼 養 登 録 権 限 につい て は 、既に 市 町 村 長 に 委 譲され て い る た め 、 登 録 の更新等 が 適正 に 行 わ れ る よう、 市 町 村 に対し て以下の 事 項 につい て周知徹底を依頼す る。   また 、 特 に小鳥 の繁殖 期 に は違法 捕 獲 、違法 飼 養 を 防 止 す る た め 、県警察本部及 び 各警察署に対し て 取締り の協力要請を 行う。    (2)  飼 養 適 正 化 の た め の 指 導 内 容  ①  飼 養 登 録票の更新は 、 飼 養 個 体 と装着許 可証（足環）を照合 し確認 し た 上で行うこ と。  ②  長 期更新個 体 につい て は 、 個 体 の す り替え が 行 わ れ て い な い こ と を慎重に確認 し た 上で更新を 行うこ と。  
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③  装着許 可証の毀損等 に よ る再交付は原則と し て 行 わず、毀損時の写真や個 体 の足輪装着箇所の状況等 に よ り確実 に同一 個 体 と 認 め ら れ る 場 合 のみについ て 行うも の と す る。  ④  飼 養 登 録され た 個 体 を 譲 り受け た 者 か ら届出が あ っ た 場 合 、 １世帯が複数 の 飼 養 を す る 等不正 な 飼 養 が 行 わ れ な い ように す る こ と。   ３ － ４  販 売 禁 止 鳥 獣 等 の 販 売 許 可   (1)  方 針   販 売 禁 止 鳥 獣 等 の 販 売 許 可 に 当 た っ て は 、以下の①及 び②の いずれ に も該当 す る 場 合 に 許可 す る も の と す る。  ①  販 売 の 目 的 が規則第 23 条 に規定 す る 目 的 に 適 合 す る こ と。  ②  捕 獲 し たヤマドリの食用品と し て の 販 売 等 、 販 売され る こ と に よ っ て違法 捕 獲や捕 獲 物 の不適切な 処 理 が 増加し 個 体 数 の急速な減少 を招く など、 そ の 保 護 に重大な支障を 及ぼす おそ れ の あ る も のでな い こ と。     (2) 許 可 の 条 件   販 売 許 可証を 交付す る 場 合 に付す 条 件 は 、 販 売 す る 鳥 獣 の 数量、所在地 及 び 販 売 期 間 、 販売 し た 鳥 獣 を 放 鳥 獣 す る 場 合 の 場所（同一 地 域 個 体 群）などと す る。   オオタカの 販 売 許 可証を 交付す る 場 合 に付す る 条 件 は 、 販 売 す る 鳥 獣 の 数量は現に 保有する 数量に 限 定 す る こ と 、 販 売 す る 鳥 獣 に足環 お よ びマイクロチップを装着させる こ と 等 と する。     ３ － ５  住 宅 集 合 地 域 等 に お け る 麻 酔 銃 猟 の 実 施 に 当 た っ て の 留 意 事 項    生 活 環 境 に 係 る 被 害 の 防 止 の 目 的で住 宅 集 合 地 域 等 に お い て 麻 酔 銃 猟 を す る 場 合 につい ては 、 捕 獲 許 可 の ほ か 、 法 第 38 条 の ２ 第 １ 項 の規定 に よ る都道府県知事 の 許 可 を得る と と もに 、  麻 酔薬の 種 類 及 び量に よ り 危 険 猟 法 に該当 す る 場 合 に お い て は 、 法 第 37 条 の規定 によ る 環 境  大臣の 許 可 を得る こ と。   
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第 五  特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 、 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 及 び 猟 区 に 関 す る 事 項  １  特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 指 定   (1)  方 針   本県では 、大和平野を 中心に 人家の立て込んだ場所、レクリエーション等 の 目 的 の た め 人が多く 集まる 場所、ダム湖周辺、果樹園 、東海自然歩道等 の 地 域 を 銃器を対象と し た 特 定 猟具 使 用 禁 止 区 域 に 指 定 し て お り 、令和 3 年度末の 指 定状況は 50 箇 所、 75,934ha と な っ て いる。   銃器を対象と し た 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 指 定 に よ る 人身に対す る 危 険 防 止 等 の効果は極め て 高 く 、今後も 銃器の 使 用 に伴う事故発生 の お そ れ の 高 い 区 域 が確認され た 場 合 に は 、 必要 に応じ 指 定 し 、安全対策に努め る も の と す る。   な お 、 わ な を対象と し た 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 指 定 は現在な い が 、今後、 学校や通学路の周辺、子供の遊び 場 と な っ て い る ような空き地 及 び そ の周辺、自然観察路及 び野外レクリエーション等 の 目 的 の た め 利 用 す る 者 が多い と 認 め ら れ る 場所、 そ の 他 わ な 猟 に よ る 事故発生 の お そ れ の 高 い 区 域 が確認され た 場 合 に は 、 必 要 に応じ 指 定 す る も の と す る。    (2)  特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 指 定 計 画  （第 １ １表）    既指定特定猟具使用禁止区域(A)   本計画期間に指定する特定猟具使用禁止区域   本計画期間に区域拡大する特定猟具使用禁止区域  R4 年度  R5 年度  R6 年度  R7 年度  R8 年度  計 (Ｂ)  R4 年度  R5 年度  R6 年度  R7 年度  R8 年度  計 (Ｃ)  銃猟に伴う危険を予防するための区域  箇所  50  箇所  4  3   1  2  2  12            0  面積   75,934 ha  変動 面積  724 ha  1,672  1,053  1,124  94  4,667       0  わな猟に伴う危険を予防するための区域  箇所  0  箇所            0            0  面積  0 ha  変動 面積   ha      0       0     本計画期間に区域減少する特定猟具使用禁止区域  本計画期間に廃止又は期間満了により消滅する特定猟具使用禁止区域  計画期間中の増減 ( 減 :△)*  計画終了時の特定猟具使用禁止区域**  R4 年度  R5 年度  R6 年度  R7 年度  R8 年度  計 (Ｄ)  R4 年度  R5 年度  R6 年度  R7 年度  R8 年度  計 (Ｅ)  銃猟に伴う危険を予防するための区域  箇所            0  4  2      1  2  2  11  0  50   変動 面積       0  724    ha  145  1,053  1,124  94  3,140  0  75,934    ha  わな猟に伴う危険を予防するための区域  箇所            0            0  0  0  変動 面積       0       0  0  0     *  箇 所 数 に つ い て は  (B)-(E)                          **  箇 所 数 に つ い て は  (A)+(B)-(E)              面 積 に つ い て は  (B) +(C)-(D)-(E)                        面 積 に つ い て は  (A)+(B)+(C)-(D)-(E)          
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  (3)  特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 指 定 内 訳  （第 １ ２表）    銃猟に伴う危険を予防するための区域 年 度 特定猟具使用禁止区域指定 所在地 特定猟具使用禁止区域 名称（銃） 指定面積 指定期間 備 考 令和 4 年度 奈良市・山添村 布目ダム 74 １０年 再指定 奈良市 須川 420 １０年 再指定 桜井市 桜井 30 １０年 再指定 山添村 オークモントゴルフクラブ           100 １０年 再指定  計   4  724   令和 5 年度 御所市 御所 37 １０年 再指定 御所市 粟阪、鳥井戸、小殿周辺 108 １０年 再指定 御所市 御所南東部 1,527 １０年 新規  計   3  1,672   令和 6 年度 下市町 下市 1,053    １０年 再指定  計   1          1,053   令和 7 年度 宇陀市 菟田野 441 １０年 再指定 高取町 高取 683 １０年 再指定  計   2  1,124   令和 8 年度 山添村 上津ダム 42 １０年 再指定 天理市 福住 52 １０年 再指定  計   2  94  １０年  再指定  合計   12  4,667    ２  特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 の 指 定   (1)  方 針   本県では 、 休 猟 区 を 指 定 し て お らず、 休 猟 区 指 定解除に よ る 集 中 的 入 猟 に よ る 危 険 の発生が 予想され な い こ と か ら 、 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 は 指 定 し な い。   ３  猟 区 設 定 の た め の 指 導   (1)  方 針   鳥 獣 保 護 区 等 の 指 定や山地開発等 に よ る 鳥 獣 の 生息環 境 の変化 等 に よ り 狩 猟 適 地 も減少 してきて い る た め 、 捕 獲対象や捕 獲頭数 が よ りコントロールされ た 狩 猟 の 実 施 が望まれ る状況が 生 じ てきて い る。   猟 区 は 、 地 域 特 性 に応じ た積極的 な 鳥 獣 の 保 護繁殖や管 理 狩 猟 を 実 施できる有用 な 制 度であ り 、 必 要 に応じ て 市 町 村 を対象に 猟 区 設置につい て 指 導 を 行うも の と す る。    (2)  設 定 指 導 の 方 法   鳥 獣 の 生息状況や可 猟 区 域 の状況を勘案し 、猟 区 設 定 が 可能と 考 え ら れ る 地 域 に あ っ て は 、市 町 村や関 係団体 と検討を 行う。   ４  指 定 猟 法 禁 止 区 域   (1)  方 針   指 定 猟 法 禁 止 区 域 につい て は 、 地 域 の 鳥 獣 の 保 護 の見地 か ら そ の 鳥 獣 の 保 護 の た め に 必 要な 区 域であ っ て 環 境大臣の 指 定 す る 区 域以外 につい て 指 定 す る も の と す る。   特 に 、 鉛製銃弾に よ る 鳥 獣 の 鉛 中 毒 が 生 じ て い る 、 あ る い は 生 じ る お そ れ の あ る 区 域 につい て は 、 鳥 獣 の 鉛 中 毒 の状況など現状を把握・分析し 、 関 係機関 、土地所有者 等 と の 調 整 を行 いつつ、 必 要 に応じ て 指 定 猟 法 禁 止 区 域 の 指 定 を進め る も の と す る。   本県に お い て は 、平成 12 年度 に 上北山村坂本ダム周辺の 61ha を 法 第 12 条 第 2 項 に 基 づ く鉛散弾使 用 禁 止 区 域 に 指 定 し て い る。  
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 鉛製銃弾以外であ っ て 、 地 域 の 鳥 獣 の 保 護 の見地 か ら そ の 鳥 獣 の 保 護 の た め に 必 要 が 生 じた ときに は 、科学 的 、客観的 な情報の収集・分析を 行 い 、 関 係機関 、土地所有者 等 と の 調 整を 行 いつつ、 必 要 に応じ て 指 定 猟 法 禁 止 区 域 の 指 定 を進め る も の と す る。    (2)  許 可 の 考 え 方   指 定 猟 法 禁 止 区 域 内 に お け る 指 定 猟 法 に よ る 捕 獲 等 につい て は 、 指 定 猟 法 に よ る 捕 獲 等 によ っ て 地 域 的 に 鳥 獣 の 生息に著し い影響を 及ぼす お そ れ の あ る など鳥 獣 の 保 護 に支障が あ るとき、 又 は 、 指 定 猟 法 に よ る 捕 獲 等 に よ っ て 当該地 域 の 動植物相に著し い影響を 及ぼす など生 態 系 の 保 護 に支障を 及ぼす お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合以外 に 許 可 す る も の と す る。    (3) 条 件 の 考 え 方   指 定 猟 法 禁 止 区 域 内 に お け る 指 定 猟 法 に よ る 捕 獲 等 の 許 可 に 当 た っ て の 条 件 は 、 許 可 の 期間 の 限 定 、 区 域 の 限 定 、 鳥 獣 の 種 類 及 び 数 の 限 定 の ほ か 、 捕 獲 物 の 処 理 の 方 法 等 につい て付す も の と す る。   
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第 六  特 定 計 画 の 作 成 に 関 す る 事 項  １  特 定 計 画 の 作 成 に 関 す る 方 針   特 定 計 画 は 、 そ れぞれ の 地 域 に お い て対象と す る 鳥 獣 の 地 域 個 体 群 につい て 、科学 的知見を踏まえ な が ら幅広い 関 係 者 の 合 意 を図りつつ明確な 保 護 又 は 管 理 の 目 標 を 設 定 し 、 こ れ に 基 づき、 個 体 群 管 理 、 生息環 境 管 理 及 び 被 害 防除対策の 保 護 又 は 管 理 事 業 を総合 的 に講じ る こ と によ り 、科学 的・計 画 的 な 保 護 又 は 管 理 を広域 的・継続的 に推進し 、 鳥 獣 の 保 護 又 は 管 理 を図るこ と に よ り 、 人 と 鳥 獣 と の 適切な 関 係 の構築に資す る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る も の と す る。   ２  対象鳥 獣  (1) 第 一 種 特 定 計 画   計 画 の対象と す る 鳥 獣 は 、 生息数 の著し い減少 又 は 生息地 の範囲の縮小、 生息環 境 の悪化や分断等 に よ り 地 域 個 体 群 と し て の絶滅の お そ れ が 生 じ て い る 鳥 獣であ っ て 、生 物多様性 の確保 、生 活 環 境 の 保全又 は 農 林 水 産 業 の健全な発展 を図る観点か ら 当該鳥 獣 の 地 域 個 体 群 の安定 的 な維持及 び 保 護 を図りつつ、 当該鳥 獣 の 生息数 を 適 正 な 水 準 に 増加させ、若し く は そ の 生息地 を適 正 な範囲に拡大させる 、 又 は そ の 生息数 の 水 準 及 び そ の 生息地 の範囲を維持す る 必 要 が あ ると 認 め ら れ る も の と す る。   (2) 第 二 種 特 定 計 画   計 画 の対象と す る 鳥 獣 は 、 生息数 の著し い 増加又 は 生息地 の範囲の拡大に よ り 、顕著な 農 林水 産 業 被 害 等 の 人 と の あつれきが深刻化 し て い る 鳥 獣 、自然 生 態 系 の か く乱を引き起こ し て いる 鳥 獣 等であ っ て 、 生 物 の多様性 の確保 、 生 活 環 境 の 保全又 は 農 林 水 産 業 の健全な発展 を図る観点か ら 、 当該鳥 獣 の 地 域 個 体 群 の安定 的 な維持を図りつつ、 当該鳥 獣 の 生息数 を 適 正 な 水 準に減少させ、 又 は そ の 生息地 を 適 正 な範囲に縮少させる 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と す る。   近年、 本県に お い て は 、 と り わ けニホンジカ、イノシシ及 びニホンザルに よ る 農 林 業 被 害 等が深刻化 し て い る た め 、 本 計 画 に お い て はニホンジカ、イノシシ及 びニホンザルを対象鳥 獣 とす る。な お 、ニホンジカについ て は こ れまで、天然記念物「奈良のシカ」の 生息地であ る奈良市（平成 17 年 4 月の 合併前 の 区 域）を除い て対象と し てきた が 、こ のうち、保 護 管 理 の た め の地 区 区 分 の「管 理 地 区（ D 地 区）」につい て新た に 計 画 を策定 し対象と す る。   本県のツキノワグマについ て は 、 環 境省が 作 成 し たレッドリストに お い て「絶滅の お そ れ のあ る 地 域 個 体 群」と し て位置づ け ら れ て い る紀伊半島地 域 個 体 群 の 中核と な っ て お り 、 そ の 個体 群 を 保 護 及 び質的・量的発展 を図る 必 要 が あ る。し か し 、 一 方で、 そ の 生息域 が 人 間 の 生 活・生 産 活 動 の 場 と重複し て い る た め 、 人身被 害や林 業 被 害 など様々な あつれきを 生 じさせて おり 、 い か に 人 間 とツキノワグマの 適切な 関 係 を図る か が課題と な っ て お り 、 適切な 管 理 を求めら れ て い る。また 、 指 定 管 理 鳥 獣 にツキノワグマ（徳島県、香川県、 愛媛県及 び 高知県の 個 体群以外 の 個 体 群）が追加され た と ころであ る。  そ の た め 、 本 計 画 に お い てツキノワグマは 、 管 理 を 前提と し た 第 二 種 特 定 計 画 を策定 し 保 護及 び 管 理 を 行う。                     



 - 24 - 

（第 １ ３表）   計画作成年度  計 画 作 成 の 目 的   対象鳥獣の種類  計 画 の 期 間   対象区 域   備    考   令和 4 年度    農林業被害を社会的な許容範囲内に抑え、人とニホンジカとの適切な関係を構築する。  ニホンジカ   令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで  奈良市（平成17 年 4 月の合併前の区域）を除く奈良県全域  平成 12 年度策定計画の継続  令和 4 年度    農林業被害を社会的な許容範囲内に抑え、人とニホンジカとの適切な関係を構築する。  ニホンジカ   令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで  天 然 記 念 物「 奈 良 の シカ」の保護管理のための地区 区 分 の うち、「管理地区（D地区）」(184㎢) 
 平成 29 年度策定 

 令和 4 年度   農業被害を社会的な許容範囲内に抑え、人とイノシシとの適切な関係を構築する。  イノシシ   令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで  奈良県全域  平成 20 年度策定計画の継続  令和 4 年度   絶滅危惧地域個体群の保護と農林業被害・人身被害及び精神的被害対策をもとに、人とツキノワグマとの適切な関係を構築する。 
 ツキノワグマ  令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで （令和 7年9月 30日廃止）  奈良県全域。 ただし、恒常的生息地域を重点に実施する。  平成 14 年度策定計画の継続 県の任意計画。ただし、内容は第一種特定計画に準じている。  令和 7 年度   指定管理鳥獣に指定され、絶滅危惧地域個体群の保護と農林業被害・人身被害及び精神的被害対策をもとに、人とツキノワグマとの適切な関係を構築する 
 ツキノワグマ  令和 7 年 10 月 1日から令和 9 年 3月 31日まで  奈良県全域。 ただし、恒常的生息地域を重点に実施する。  令和 7年度策定 

 令和 8 年度   人とニホンザルの棲み分けを図り、農業被害、生活環境被害及び人身被害の軽減・解消、地域個体群の安定維持を目的とする。 
 ニホンザル   令和 8 年 4月 1日から令和 13 年 3月 31日まで  奈良県全域  令和 3 年度策定計画の継続  
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第七  鳥 獣 の 生息状況の 調 査 に 関 す る 事 項  １  方 針   近年、 生 物多様性 の 保全や生 態 系 の維持・回復と いう人 類 の 生存基盤に 関 わ る問題が重要視され る 中 、 本県に お い て も 鳥 獣 の 保 護 に対す る 関心が 高まっ てきて い る。そ の 一 方で、山間 地域・中山間 地 域 を 中心にニホンジカ・イノシシ・ニホンザル等 に よ る 農 林 水 産 業 被 害問題が年々、深刻さを 増 し てきて い る。そ こで、 人 間 と 鳥 獣 の様々な軋轢を緩和し 、 適切な 関 係 を構築す る た め の 施策を講じ る に は 、 鳥 獣 の 基礎データが 必 要であ る た め 、 そ の 生息状況調 査 を 行うも の と す る。   ２  鳥 獣 の 生 態 に 関 す る 基礎的 な 調 査   (1)  方 針   第 12 次 計 画までに 、獣 類 につい て はニホンジカ、ツキノワグマ、イノシシ及 びニホンザルの 生息調 査 を 行 っ た。こ の 調 査 を 基 に 計 画 を策定 し 、 人 と野生 動 物 の 適切な 関 係 の構築に向け て 動き出し て お り 、引き続き生息状況調 査・被 害状況調 査 等 を 実 施 す る。   一 方 、 鳥 類 に 関 し て は 、 特 別 保 護 地 区 の 指 定 の た め の 生息調 査 及 びガン・カモ・ハクチョウ類 一斉調 査 を 実 施 し てきた。   本 計 画 に お い て は 、さら に 、イヌワシ・クマタカなどの 希 少 種 の 保 護対策や都市部に お けるカラス・ムクドリなどの有害 鳥 獣 捕 獲 に頼ら な い 被 害対策（間接的 な 保 護対策）を講じ るの に 必 要 な情報を得る た め 、 鳥 類全般 を対象と し た 生息調 査 等 を積極的 に 行うも の と す る。    (2)  鳥 獣 生息分布調 査   県内 に 生息す る 獣 類 につい て は 、 環 境省調 査結果と 合 わせて 、大型獣 を 中心にアンケート調 査 を 行う。特 に 、ニホンジカ・ツキノワグマ・イノシシに 関 し て は 、検証の 一 環 と し てモニタリングを毎年行う。ニホンザルについ て は 生息分布の把握に努め る。   また 、県内 に 生息す る（又 は飛来 す る）鳥 類全て を対象と し て 、５ km メッシュで夏期・冬期 別 生息分布・相対密度 を把握す る。留 鳥 及 び夏鳥 に 関 し て は繁殖状況も併せて 調 査 す る もの と す る。    (3)  ガン・カモ・ハクチョウ類 一斉調 査     ガン・カモ・ハクチョウ類 の越冬飛来状況を明ら か に す る た め 、毎年１月中旬に 定点観測を 行うも の と す る。  （第 １ ４表）   対象地域名  調 査年度   調 査 方 法・内 容   備    考    県下一円    R4～ R8    種 別 個 体 数 調 査・現地 調 査   1 月 15 日～17 日のカモ類センサスの日を中心に、その前後各 1週間で一斉調査を行う。   (4)  狩 猟 鳥 獣 生息状況調 査   毎猟 期終了後に提出され るメッシュ別 捕 獲報告を 基 に 、 捕 獲位置情報・捕 獲 個 体 の 性 別・捕 獲年月日等 の 捕 獲状況を把握す る。特 に 特 定 計 画 の対象獣であ るニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマについ て は 、 捕 獲報告と は 別 に 目撃・痕跡情報につい て 狩 猟 者 にアンケートを行 い 、 そ の把握に努め る ほ か 、 適宜必 要 な 調 査 を 実 施 す る。             
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（第 １ ５表）   対象鳥 獣   調 査年度   調 査 内 容 、 調 査 方 法   備  考   全狩猟鳥獣  ニホンジカ  イノシシ  ニホンザル  ツキノワグマ 
 R4～ R8  R4～ R8  R4～ R8  R3～ R7  R4～ R8 

 種別ごとにメッシュ別捕獲報告に基づき、経年変化で把握する。  メッシュ別捕獲報告及び狩猟者アンケートで目撃率・性比を把握する。  メッシュ別捕獲報告及び狩猟者アンケートで目撃率・性比を把握する。  メッシュ別捕獲報告に基づき、経年変化で把握する。  狩猟者に対する目撃及び痕跡アンケート調査により相対密度を把握する。 

 捕 獲報告   第 二 種 特 定 計 画   第 二 種 特 定 計 画   第 二 種 特 定 計 画   第 二 種 特 定 計 画    (5)  第 二 種 特 定 鳥 獣 の 生息状況調 査  第 二 種 特 定 計 画 の対象鳥 獣であ るニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマ及 びニホンザルについ て 、 狩 猟 に よ る 捕 獲状況（ツキノワグマ、ニホンザルを除く）、有害 鳥 獣 捕 獲 に よ る 捕獲状況、農 林 業 被 害状況等 の把握に努め 、計 画 の進行状況を 適切に評価す る。ニホンジカ（「奈良のシカ」を除く。）につい て は糞塊法 に よ る密度 調 査 を 実 施 す る と と も に 、 各 種 指 標 を 用い て 、階層ベイズ法 に よ る 個 体 数推定 を 実 施 す る。また 、ツキノワグマについ て はカメラトラップに よ る 個 体 数推定 を 実 施 す る。   ３  法 に 基 づ く諸制 度 の運用状況調 査   (1)  鳥 獣 保 護 区 等 の 指 定・管 理 等 調 査   鳥 獣 保 護 区 の 指 定 又 は 期 間更新前 に該当 保 護 区 の 生息状況調 査 を 行うと と も に 、 指 定効果を把握す る た め に 、 必 要 に応じ て聞き取 り 調 査 等 を 行うも の と す る。    (2)  捕 獲 等情報収集 調 査   県知事 及 び 市 町 村 長 は 、 捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 実 施 者 に対し 、 許 可証を返納させる際に は 、捕 獲 の 場所、 捕 獲 数 、 処 理 の概要 等 につい て の報告を 行 わせる も の と す る。また 、 鳥 獣 の 保護 及 び 管 理 の 適 正 な推進を図る 上で必 要 な資料を得る た め 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 捕 獲 地点・日時・種名・性 別・捕 獲 物 又 は 採 取 物 の 処 理 等 につい て の更に詳細な報告を 、 必 要 に応じ写真又 はサンプルを添付させる などし て求め る も の と す る。   特 に 、 傷 病 鳥 獣 の 保 護 捕 獲 に あ っ て は 、 上記の ような 捕 獲 のデータの収集 及 び収容 個 体 の計測・分析等 を積極的 に進め 、 保 護 及 び 管 理 の た め の 基礎資料と し て の 活 用 を図る も の と する。   また 、 必 要 に応じ て 捕 獲 等 又 は 採 取 等 の 実 施 に立ち会うなどに よ り 、 そ れ ら が 適 正 に 実 施され る よう対処 す る も の と す る。   
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第八  鳥 獣 保 護 管 理 事 業 の 実 施 体 制 に 関 す る 事 項  １  鳥 獣 行 政担当職員   (1)  方 針   本庁に お い て は 、 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 、 狩 猟 適 正 化 事 業全般 を 実 施 し 、 各 農 林振興事 務所にお い て は 、 そ の 一部を担当 す る と と も に司法警察員を任用 し て効果的 な 狩 猟 取締り を 行う。    (2)  設置計 画  （第 １ ６表）    区   分    現  況   計 画終了時    備   考                    

 専任   兼任   計   専任   兼任   計    本   庁  （食農 部 農業水 産振興課）    ５ 人    １ 人    ６ 人    ６ 人    １ 人    ７ 人   鳥獣保護・狩猟行政全般    出   先   （中部農林振興事務所森林共生推進課）  ０ 人    ５ 人    ５ 人    ０ 人    ５ 人    ５ 人    狩猟適正化事業の一部、及び鳥獣保護管理事業に係る事務の一部  （東部農林振興事務所森林共生推進課）   ０ 人    ６ 人    ６ 人    ０ 人    ６ 人    ６ 人    同     上    （南部農林振興事務所森林共生推進第一課・森林共生推進第二課）   ０ 人     10人     10人     ０ 人     10人     10人     同     上        (3)  研修計 画  （第 １ ７表）   名  称  主 催  時期  回数/年  規 模  人数  内容・目的  備 考       野生生物保護研修   環境省   ５月   １   全国   １   鳥獣保護行政職員の鳥獣の生態学等専門知識の習得      ２  鳥 獣 保 護 管 理員   (1)  方 針   鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 又 は 狩 猟 制 度 につい て の豊富な経験及 び 高 度 な知識 を有す る 、 鳥 獣 の保 護 及 び 管 理 に対し て熱意 の あ る 人材を任命す る。   そ の 定 数 は 、旧市 町 村毎に 1 名ずつの 47 名と 、鳥 獣 生息調 査 、鳥 獣 保 護思想の普及啓発等を専ら と す る 、 活 動範囲が県内全域 の 3 名の 計 50 名を 基 準 設置数 と す る。    (2)  設置計 画  （第 １ ８表）   基準設置数  （A）  R3 年度末  年 度 計 画  人員(B)  充足率(B/A)  R4 年度  R5 年度  R6 年度  R7 年度  R8 年度  計(C)  充足率(C/A)  人  ５ ０     人  ４ ８     ％  ９ ６     人  ２     人  ０     人  ０     人  ０     人  ０     人  ５ ０     ％  １ ０ ０     
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 (3)  年間 活 動 計 画  （第 １ ９表）           活 動 内 容    実  施  時  期    備  考    ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  鳥獣保護区等の管理 狩猟等取締りの実施 狩猟者等の指導 鳥獣生息状況調査 鳥獣保護思想の普及啓発  
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

  (4)  研修計 画  （第 ２ ０表）   名   称   主   催   時  期   回数 /年   規  模   人 数   内 容・目 的   備  考   鳥獣保護管理員研修  県   4 月   1 回 /1年   全県   50 人   鳥獣保護管理事業の遂行に必要な関係法令等の専門的知識の習得。    ３  保 護 及 び 管 理 の担い 手 の育成 及 び確保   (1)  方 針   狩 猟 者 は 地 域 の自然 環 境 に精通し て お り 、 環 境 のモニターと し て も 地 域社会に大きく貢献し てきて い る。また 、有害 鳥 獣 捕 獲や特 定 計 画 実 行 の担い 手 と し て重要 な役割を果た し て いる など、 そ の重要 性 は 益々大きく な っ てきて い る。   そ の た め 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 の担い 手 と し て 、 鳥 獣 の 生息状況の把握や個 体 群 管 理 の ため の 捕 獲 又 は 採 取 等 の 活 動 を 鳥 獣 等 の 生 態 を踏まえ て 実 施 す る こ と のできる 狩 猟 者 の確保 及び育成 が図ら れ る ように 、 そ の た め の 研修等 に努め る も の と す る。    (2)  研修計 画  （第 ２ １表）       名  称  主  催  時 期  回数/年  規 模  人数  内容・目的  備 考  安 全 技 術向上研修  県 （(一社)奈良県猟友会へ委託）    5月  ～   11月  7回/年  全県  500人 (年間)  わな猟及び銃猟免許所持者に対し、わな猟及び銃猟の安全技術向上のための指導を行う。    (3)  狩 猟 者 の確保 及 び育成 の た め の対策   本県に お け る 狩 猟免許所持者 及 び 狩 猟 者 登 録 者 数 を確保 す る た め 、現役営農 者 を は じ め 、農 林 業 関 係 者 の新規免許 取得を促進す る た め の講習会を 行う。    (4)  認 定 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 者 の育成・確保   認 定 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 者 は 、 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 の受託者 と し て 鳥 獣 の 捕 獲 等 に携わ る事 に加え 、将来 的 に は 鳥 獣 の 生息状況の 調 査や計 画策定 、モニタリング及 び評価等 に も 関与す る 等 、 地 域 の 鳥 獣 の 管 理 の担い 手 と な る こ と が 期待され る。   そ の た め 、 鳥 獣 の 捕 獲 等 に 係 る安全管 理 体 制や従 事 者 の技能・知識 が 一 定 の 基 準 に 適 合 して い る も の につい て 、 適切かつ効果的 な 鳥 獣 の 捕 獲 等 を す る 事 業 者であ る と し て 認 定 す る もの と し 、 そ の育成 、確保 、 活 用 に努め る も の と す る。   ４  鳥 獣 保 護 管 理 施 設 の 設置   (1)  方 針   傷 病 鳥 獣 の 保 護 等 の 鳥 獣 保 護思想の普及啓発、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 の拠点と す る こ と を 目的 と し て 、支援の た め の機能を有す る 鳥 獣 保 護 施 設 をうだアニマルパーク内 に 設置し て い る。 
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  (2)  鳥 獣 保 護 管 理 施 設  （第 ２ ２表）   名 称  整備年度  施設の所在地  面積  施設の概要  施設の内容  利用の方針  備考  うだ・アニマルパーク 鳥獣保護施設 
 H19   宇 陀 市 大 宇 陀     下竹 43      ㎡ 255  傷病鳥獣の救護・療養施設  保護管理棟 獣類保護棟 鳥類保護棟  傷病鳥獣の野生復帰を目指すための機能を有した施設。  

 ５  取締り   (1)  方 針   適 正 な 鳥 獣 行 政 を推進す る た め に 、 狩 猟 取締り 及 び そ の 体 制 の強化 を図る。また 、緊急取締り に対し て は 、県警察本部及 び 各警察署と密接に連絡を 取 り な が ら 、迅速に違反行為に対処 す る も の と す る。    (2)  年間 計 画  （第 ２ ３表）    事 項   実 施 時 期   備 考   ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11月  12月  １月  ２月  ３月  密猟 の 取締り  無許可飼養者及び販売業者への立入検査 狩猟期間中の違反の取締り  
      

      
      

      
      

      
      

      
      

        
        

      
       ６  必 要 な財源の確保   鳥 獣 保 護 管 理 事 業 の財源と し て 、 狩 猟税（目 的税）の趣旨を踏まえ 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理並び に 狩 猟 に 関 す る 行 政 の 実 施 に対し 、効果的 かつ適 正 な支出を図る も の と す る。  
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第九  そ の 他  １  鳥 獣 保 護 管 理 事 業 を めぐる現状と課題   近年、絶滅の お そ れ の あ る 鳥 獣 の 種 類 が 増加し て い る 一 方で、ニホンジカやイノシシなどの 一部の 鳥 獣 が 地 域 的 に 増加又 は 分布を拡大し て お り 、 農 林 水 産 業や生 態 系 に 被 害 を 及ぼして い る 実 態 がみら れ る。特 にニホンジカの 増加は 、植物 又 は そ れ に依存す る 生 物 の減少 、植生 の荒廃又 は裸地 化 の進行 等 、 生 物多様性 に深刻な影響を与え る。こ の ような 場 合 に は 、 被害 防除対策の 実 施 と と も に 、 こ れ ら の 鳥 獣 を 適 正 な 個 体 数 に誘導 す る などの 適切な 管 理 が 必要 と な る。   一 方 、 生息数 が減少 し 、 種 の存続に支障をきた す お そ れ が 生 じ て い る 鳥 獣や、 生息域 の 分断等 に よ り 地 域 的 に絶滅の お そ れ が 生 じ て い る 地 域 個 体 群 につい て は 、安定 し て存続可能な個 体 数 を維持できる よう、 生息環 境 の 整 備 等 に よ る 保 護 の 取組が 必 要であ る。特 にツキノワグマは 、全国的 に 目撃や出没が 増加し て い る こ と か ら 指 定 管 理 鳥 獣 に追加され 、 農 林 業 被 害・人身被 害 が懸念され る こ と か ら 保 護 と と も に 管 理 の 必 要 性 も 高まっ て い る。   こ れ ら を踏まえ 、 関 係 者 間 の 合 意 を図り な が ら 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 を 実 施 し て い く も の と する。   ２  狩 猟 の 適 正 化   狩 猟 鳥 獣 の 種 類 、 区 域 、 期 間 又 は 猟 法 の 制 限 、 狩 猟 者 の 登 録 数 の 制 限 、 狩 猟 に 係 る 各 種規制 区 域 の 指 定 等 の 各 種 制 度 を総合 的 に 活 用 す る こ と に よ り 、 本県の 事情に応じ た 狩 猟 の 場 の設 定 又 は 狩 猟 鳥 獣 の 捕 獲 数や期 間 の 制 限 等 を 必 要 に応じ てきめ細か に 実 施 し 、 狩 猟 に よ る 捕獲 の 適 正 な 管 理 に努め る。   ３  傷 病 鳥 獣救護 へ の対応   傷 病 鳥 獣 の救護 につい て は 、 傷 病 鳥 獣救護 獣医師制 度 及 び 傷 病野生 鳥 獣 保 護 し ようボランティア制 度 の充実強化 を図り 、野生 生 物 は国民全体 の財産であ る と の観点か ら 、県民参加のも と に救護 に あ た る。   さら に 、ヒナ及 び出生後の幼獣 を 傷 病 鳥 獣 と 誤 認 し て救護収容 を 行うこ と 等 、 人 間 が 必 要以上 に 鳥 獣 と 関 わ る こ と の な い よう、県民に対し て周知徹底を図る も の と す る。   な お 、救護 個 体 の 人 獣共通感染症、家畜伝染病 等 の感染の有無を把握し 、 関 係機関 と 調 整のうえ 適切に対応す る も の と す る。   

   

保護しようボランティア（県民）給餌・リハビリ・飼養
救護獣医師一次治療・指導奈良県農業水産振興課（救護活動の窓口）

相談・指導ボランティアの依頼、登録 傷病鳥獣の受け取り、飼い方の相談
連絡協力

うだ・アニマルパークうだ・アニマルパークうだ・アニマルパークうだ・アニマルパーク
鳥獣保護施設鳥獣保護施設鳥獣保護施設鳥獣保護施設 二次治療指導管理運営 終生飼養研修・相談

救護獣医師、保護しようボランティア、県との協働による傷病鳥獣救護体制イメージ
うだ・アニマルパーク鳥 獣保護 施設
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  傷 病 野 生 鳥 獣 救 護 の ス キ ー ム傷 病 野 生 鳥 獣 救 護 の ス キ ー ム傷 病 野 生 鳥 獣 救 護 の ス キ ー ム傷 病 野 生 鳥 獣 救 護 の ス キ ー ム       県民が 傷 病 鳥 獣 を 保 護 等 し た 場 合 、県農 業 水 産振興課又 は 市 町 村 に連絡す る よう依頼する。（ヒナや幼獣 等 を 誤 っ て 保 護 す る こ と の な い よう周知す る。）   傷 病 鳥 獣救護 獣医師制 度 及 び 傷 病野生 鳥 獣 保 護 し ようボランティア制 度 の説明を 行 い 、最寄り の救護 獣医師を紹介し 、搬入 を依頼す る。   原則、 保 護 し た 者 が最寄の救護 獣医師へ連絡し 、了解を得たうえで自ら搬入 す る。    一 次治療が終了し た時点で野生復帰できる 個 体 は県で引き取 り 適切な 場所で放 鳥 獣 を 行う。（救護 獣医師が 放 鳥 獣 を 行う場 合 も あ る。）   野生復帰までに 二 次治療、リハビリが 必 要 な 個 体 は県で引き取 り 、うだ・アニマルパーク又 は 保 護 し ようボランティアで飼 養 す る。                                         
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 ４  感染症へ の対応   生 物多様性 の確保 、 人 の 生 活 、家畜の 飼 養 等 に影響の大きい 鳥 獣 由 来 の感染症に 備 え 、専門的 な知見に 基 づ く情報収集や鳥 獣 の感染状況等 に 関 す る 調 査 を は じ め 、 関 係部局と連携したサーベイランス等 を 実 施 し 、情報の共有を 行う。また 、 そ れ ら の感染症が発生 し た 場 合 に迅速かつ適切に対応できる よう、 事 前 に国及 び県内 の 関 係機関 と の連絡体 制 を 整 備 す る。   鳥 獣 の 関 わ る感染症は 、 鳥 獣 行 政 のみな らず公衆衛生 、家畜衛生 、 動 物 愛 護 管 理 行 政 等 の多く の担当部局に 関連す る も の も あ る た め 、 こ れ ら に 関 係 す る部局が連携し て対策を 実 施 する こ と が 必 要であ る。また 、 関 係機関 等 に加え 、国民や地 域 住民に対し て 適切な 理解を促すなどの普及啓発を 行う。     (1) 高 病原性 鳥インフルエンザ   人 獣共通感染症であ り 、かつ、家畜へ の影響も大きい こ と か ら 、「死亡野鳥 調 査 実 施 要領」に 基 づきウイルス保有状況調 査 等 を 実 施 す る 体 制 を 整 備 す る と と も に 、家畜衛生部局等 と連携しつつ適切な 調 査 に努め る。また 、野鳥 の異常死の早期発見や発生時の対応体 制 を強化 する た め に 、野鳥 の 生息状況の把握、死亡野鳥 調 査 等 の野鳥サーベイランス及 び野鳥緊急調 査等 を 実 施 す る 人材の育成・確保 に努め る。さら に 、 高 病原性 鳥インフルエンザと野鳥 と の 関わ りや野鳥 と の接し 方 等 につい て 、 住民へ の情報提供や普及啓発等 を 適切に 実 施 す る。       (2)  豚熱 (CSF)、アフリカ豚熱 (ASF)  平成 30 年に国内で 26 年ぶり に発生 し て以降、野生イノシシに お け る豚熱 (CSF)感染が継続し て確認され て い る こ と か ら 、家畜衛生部局等 と連携し な が ら野生イノシシに お け る感染確認検査 を 実 施 す る と と も に 、周辺府県や関 係 市 町 村 と連携し な が ら 捕 獲強化 等 の対策を 一層推進す る こ と に よ り 、感染収束に努め る。な お 、狩 猟 者や捕 獲 従 事 者 に対し て は「 CSF・ ASF 対 策と し て の野生イノシシの 捕 獲 等 に 関 す る 防疫措置の 手引き（令和元年 12 月環 境省・農 林 水 産省公表）」等 に 基 づ い た 防疫措置を徹底し 捕 獲 を 実 施 す る ように 指 導 す る。   アフリカ豚熱 (ASF)につい て は 、現在国内での感染は な い が 中国等アジア地 域で広く感染が拡大し て お り 、国内 へ の侵入リスクが 高まっ て い る。アフリカ豚熱ウイルスが国内 に侵入 し 、野生イノシシに蔓延し た 場 合 は 、 そ の影響が大きい と 考 え ら れ る こ と か ら 、家畜衛生部局等 と連携・協力し な が ら 、野生イノシシに お け る感染確認検査 実 施や監視体 制 の強化 に よ り 、万が 一 の侵入時に早期発見が 可能な 体 制 及 び 、国内でアフリカ豚熱の感染が確認され た 場 合 に 、速やか に 必 要 な措置を講じ る こ と ができる よう侵入確認時に 必 要 な 体 制 、の 整 備 に努め る。        (3) そ の 他感染症   上記以外 の感染症につい て も 、 可能な 限 り 、情報収集やリスクの評価を 行 い 、 鳥 獣 の 保 護及 び 管 理 に 当 た っ て の対応につい て検討す る こ と が 必 要であ る。   例えば、口蹄疫等 の家畜伝染病や、 SFTS（ 重症熱性血小板減少症候群）等 の既に国内での感染者 がみら れ て い る 人 獣共通感染症、ウエストナイル熱等 の現在国内での感染は な い が国内で発生 し た 場 合 に家畜や希 少 動 物 等 へ の影響が懸念され る感染症につい て 、 鳥 獣 に お け る感染状況を早期 に発見し 、対応できる よう、情報収集・監視に努め る。また 、 鳥 獣 の異常死又 は 傷 病 鳥 獣 の状況等 の把握、 そ れ ら 傷 病 個 体 等 に お け る感染症に 関 す る検査 等 を通じ た 監視・注意喚起等や、 関 係部局や関連機関 と の情報共有に努め る。            ５  普及啓発   (1) 鳥 獣 の 保 護思想の普及  ①  方 針                                       市 町 村 、 学校及 び 関 係団体 等 の協力の も と 、広く県民に 鳥 獣 保 護思想の普及啓発を 行うもの と す る。   また 、 鳥 獣 へ の安易な餌付けや鳥 獣 の違法 捕 獲 等 が 行 わ れ る こ と が な い よう、県民に対して そ の周知徹底を図る も の と す る。       
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②  事 業 の年間 計 画   （第 ２ ４表）    事業内容   実   施   時   期   備 考   ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11月  12月  １月  ２月  ３月  広報 ポスター展示 パンフレット配布 研修会・講演会 探鳥会 愛鳥週間ポスター原画募集  
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
         ③  愛 鳥週間 行 事 等 の 計 画                                                  （第 ２ ５表）     令和 4～ 8 年度                       

 愛 鳥週間 行 事      ポスターの掲示 野生生物保護モデル校の指定 探鳥会の実施 パンフレット等普及啓発物品の配布  鳥 獣 保 護 実績発表大会   期間内に一回  そ の 他     (2) 安易な餌付け の 防 止  鳥 獣 へ の安易な餌付け は 、人 の与え る食物 へ の依存、人馴れ が進むこ と 等 に よ る 人身被 害 、農 作 物 被 害 等 の誘因と な り 、 生 態 系や鳥 獣 保 護 管 理 へ の影響が 生 じ る お そ れ が あ る。こ の ため 、 地 域 に お け る 鳥 獣 の 生息状況や鳥 獣 被 害 の発生状況を踏まえ て 、 鳥 獣 へ の安易な餌付けの 防 止 に 係 る普及啓発を積極的 に推進す る も の と し 、 そ の際に は以下の点につい て 留 意 す るも の と す る。        ①  安易な餌付け 行為が 鳥 獣 に与え る影響につい て県民の 理解を得る こ と。        ②  観光事 業 者や観光客に よ る 鳥 獣 へ の安易な餌付け の 防 止 を図る こ と。        ③  生ごみや未収穫作 物 等 の不適切な 管 理 、耕作 放棄地 の 放置等 、結果と し て餌付け と な る 行為の 防 止 を図る こ と。     (3) 野鳥 の森等 の 整 備   本県の森林 は 、 そ の 95%が民有林であ る こ と 、また 、天然 の湖沼が皆無に 等 し い こ と などか ら 、野鳥 の森等 の 設置は非常に難し い が 、都市型公 園 の 整 備状況や人造湖周辺の状況等 に留 意 しつつ、 設置対象地 の検討に努め る も の と す る。    (4) 野生 生 物 保 護モデル校の 指 定  ①  方 針   第 9 次 計 画 よ り 愛 鳥モデル校を野生 生 物 保 護モデル校と改め て 指 定 し てきた が 、 本 計 画に お い て も 、広く自然全般 に 親 しみ、自然 の仕組みを 理解し 、直接的 な自然 保 護思想の普及 に努め る た め 、小・中 学校、 そ の 他 学校等 を対象に野生 生 物 保 護モデル校を 指 定 し て いく。  ②  指 定 期 間   5 カ年間  ③  モデル校に対す る 指 導 内 容   パンフレットの 配布・図書の 配布・ポスター掲 示・講演会等  
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④  指 定 計 画  （第 ２ ６表）          令和４年度  令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和８年度  既設  新設  計  既設  新設  計  既設  新設  計  既設  新設  計  既設  新設  計  小学校  75  1  76  76  1  77  77  1  78  78  1  79  79  1  80  中学校  40  1  41  41  1  42  42  1  43  43  1  44  44  1  45  その他の学校等                       1   1   1       1   1      1   1      1    (5) 法令の普及徹底  ①  方 針   鳥 獣 に 関 す る 法令のうち、 法 第 8 条 の 鳥 獣 の 捕 獲 等また は 鳥 類 の 卵 の 採 取 等 の規制 の 制度（法 第 12 条 第 1 項 に 基 づ く か すみ網の 使 用 、 法 第 16 条 に 基 づ く 捕 獲 目 的 の所持及 び 販売 等 の規制並び に 法 第 12 条 第 1 項 に 基 づ く と り もち等 の 使 用規制 を含む。）、 法 第 13 条第 1 項 に 基 づき捕 獲 等 に 許 可 を 要 し な い 鳥 獣 、 鳥 獣 飼 養 登 録 制 度 、 指 定 猟 法 禁 止 区 域 、 法第 18 条 に 基 づ く 捕 獲 物 又 は 採 取 物 の 放置の 禁 止 に 関 す る 事 項 、 法 第 26 条 に 基 づ く 鳥 獣 等の輸入 等 の規制 、 法 第 35 条 に 基 づ く 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 等 、 法 第 80 条 第 1 項 に 基 づ く本 法 の 適 用除外 等 特 に県民に 関 係 の あ る 事 項 あ る い は 法改正 に よ り追加、変更され た 事 項につい て は 、 そ の周知徹底を図る も の と す る。   また 、 鳥 獣 関 係 法令違反を撲滅す る た め 、 法令の普及徹底に努め る と と も に違法 行為の取締り を 行うも の と す る。   計 画 期 間 内 の 取締り の重点事 項 は 、 狩 猟違反取締り 、密猟 取締り 、違法 飼 養 の 取締り 等と し 、県警察本部及 び 各警察署等 と連携を図り な が ら 実 施 す る も の と す る。   ②  年間 計 画  （第 ２ ７表）           重点項目    実 施 時 期   実施方法         対象者    ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月   10 月  11 月  12 月  １月   ２月   ３月   鳥獣の捕獲についての法令知識の徹底                                                               ・各警察署との連携 ・ホームページ等    ・一般県民 ・狩猟者    


